
第５章 監理団体の許可

○ 技能実習制度において、監理事業を行おうとする者は、あらかじめ、主務大臣から監

理団体の許可を受ける必要があります（法第２３条）。この許可申請は、法第２５条の

許可基準を満たすことを証明する添付資料等を添えて、機構の本部事務所の審査課

に申請しなければなりません（法第２４条）。

なお、監理団体の許可には、事業区分として、

・ 一般監理事業（第１号、第２号及び第３号の技能実習の実習監理が可能）

・ 特定監理事業（第１号及び第２号のみの技能実習の実習監理が可能）

の２区分があり、一般監理事業の許可を受けるためには、高い水準を満たした優良な

監理団体でなければなりません（法第２５条第１項第７号）。

○ 監理事業の適正な運営のため、監理団体の許可に当たっては、欠格事由が設けら

れています（法第２６条）。

○ 監理団体は、職業安定法上の許可等を受けなくとも技能実習に限って職業紹介事

業を行うことができる等、職業安定法の特例等が措置されています（法第２７条）。

○ 監理団体は、監理事業に通常必要となる経費等を勘案した適正な種類及び額の監

理費を実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することができま

す。また、この監理費を除き、実習実施者、技能実習生等の関係者から、手数料又は

報酬を受けることはできません（法第２８条）。

○ 主務大臣は、監理団体の許可をした時に、監理事業を行う事業所の数に応じた許可

証を交付します（法第２９条）。

○ 監理団体の許可には条件が付されることがあります（法第３０条）。

○ 監理団体の許可の有効期間は、監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案して

３年以上で設定されます（法第３１条）。

○ 監理団体は、監理許可に関する事業区分を変更しようとするときは、主務大臣の許

可を得なければなりません（法第３２条）。

○ 実習監理を行う実習実施者が技能実習を行わせることが困難となったと認めるとき
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は実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に対し、監理事

業を廃止・休止しようとするときは機構の本部事務所の審査課に対し、それぞれ届出

を行わなければなりません（法第３３条及び第３４条）。

○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため、主務大臣の職員による報

告徴収等の権限が規定されています（法第３５条）。

○ さらに、出入国・労働関係法令に違反しているときなど、監理事業の適正な運営を確

保するために必要があると認められるときは、主務大臣が改善命令を行うことができる

こととされています（法第３６条）。

また、主務大臣は、監理団体の許可基準に適合しなくなったとき、出入国・労働関

係法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき、改善命令に違反したときなどにお

いて許可を取り消すことができます（法第３７条）。

○ 監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはなりません（法第３

８条）。また、認定計画に従った実習監理を行い、監理団体の業務の実施に関する基

準に従って業務を実施しなければなりません（法第３９条）。

特に、実習実施者に対する監査は、実習実施者が認定された技能実習計画に従っ

て適切に技能実習を行わせていること、出入国・労働関係法令に違反していないこと

などについて監査を行うものであり、監理団体の行う業務の要であることから、不正な

行為を見落とすことのないよう、責任をもって適切に監査を行う必要があります。

○ 監理団体は、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければなりません

（法第４０条）。

○ 監理団体は、監理事業に関して帳簿書類を作成し、事業所に備えて置かなければ

なりません（法第４１条）。

○ 監理団体は、監査を行ったときは監査報告書を作成し、実習実施者の住所地を管

轄する機構の地方事務所・支所の指導課に提出しなければなりません。また、毎年１

回、監理事業を行う事業所ごとに事業報告書を作成し、機構の本部事務所の審査課

に提出しなければなりません（法第４２条）。

○ 監理団体は個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりませ

ん（法第４３条）。また、その役職員は正当な理由なく、その業務に関して知ることがで

きた秘密を漏らし、又は盗用してはなりません（法第４３条及び第４４条）。
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第１節 監理団体の許可（技能実習法第２３条・第２４条）

第１ 監理団体の許可（技能実習法第２３条第１項）

【関係規定】

（監理団体の許可）

法第２３条 監理事業を行おうとする者は、次に掲げる事業の区分に従い、主務大臣の許可を受け

なければならない。

  一 一般監理事業（監理事業のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。）

  二 特定監理事業（第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実習のみを行わ

せる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいう。以下同じ。）

（許可の申請）

規則第２４条 法第二十三条第二項の申請は、別記様式第十一号による申請書の正本一部及び

副本二部を提出して行わなければならない。

○ 監理事業を行おうとする者は、監理団体許可申請書（省令様式第１１号）を機構の

本部事務所の審査課に提出しなければなりません（法第２３条第１項）。

〇 監理団体許可申請書（省令様式第１１号）は、申請に際して、正本１通及び副本２通

を提出する必要があります。

第２ 申請書の記載事項（技能実習法第２３条第２項）

【関係規定】

（監理団体の許可）

法第２３条

２ 前項の許可を受けようとする者（第七項、次条及び第二十五条において「申請者」という。）は、

主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければ

ならない。

  一 名称及び住所並びに代表者の氏名

  二 役員の氏名及び住所

  三 監理事業を行う事業所の名称及び所在地

  四 一般監理事業又は特定監理事業の別

  五 第四十条第一項の規定により選任する監理責任者の氏名及び住所

  六 外国の送出機関（団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に

係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令で定め
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る要件に適合するものをいう。第二十五条第一項第六号において同じ。）より団体監理型技

能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受け

ようとする場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者

の氏名

  七 その他主務省令で定める事項

（申請書の記載事項）

規則第２６条 法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  一 役員の役職名及び法人番号

  二 責任役員（監理事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。）の氏名

  三 法第二十五条第一項第五号ロの措置（以下「外部監査の措置」という。）を講ずる場合にあ

っては外部監査を行う者（以下「外部監査人」という。）の氏名又は名称、講じない場合にあっ

ては指定外部役員（第三十条第二項の規定により指定された役員をいう。以下同じ。）の氏

名

  四 法人の種類

  五 団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等

  六 取次ぎを受けずに団体監理型技能実習の申込みを受けようとする場合にあっては、当該団

体監理型技能実習の申込みを受ける方法の概要

  七 監理事業を開始する予定年月日

  八 団体監理型技能実習生からの相談に応じる体制の概要

○ 監理団体の許可を受けようとする申請者は、技能実習法第２３条第２項各号に定め

られている事項を申請書に記載しなければなりません。

○ また、外国の送出機関については、法第２３条第２項第６号に基づき、その要件が規

則第２５条に定められています（後述 P１９２参照）。

第３ 申請書の添付書類（技能実習法第２３条第３項・第４項）

【関係規定】

（監理団体の許可）

法第２３条

３ 前項の申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、第二十五条

第一項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならな

い。

４ 前項の事業計画書には、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとの実習監

理を行う団体監理型実習実施者の見込数、当該団体監理型実習実施者における団体監理型
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技能実習生の見込数その他監理事業に関する事項を記載しなければならない。

（申請書の添付書類）

規則第２７条 法第二十三条第三項（法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用

する場合を含む。）の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  一 法第二十三条第一項の許可を受けようとする者（以下この節において「申請者」という。）の

登記事項証明書、定款又は寄附行為並びに直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益

計算書又は収支計算書

  二 監理事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類

  三 申請者の概要書

  四 監理事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し

  五 監理事業を行う事業所ごとの監理団体の業務の運営（監理費の徴収を含む。）に係る規程

の写し

  六 申請者が作成した団体監理型技能実習に係る誓約書

  七 申請者の役員の住民票の写し（営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人

である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民

票の写し））及び履歴書

  八 監理責任者（法第四十条第一項に規定する監理責任者をいう。以下同じ。）の住民票の写

し、履歴書並びに就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し

  九 外部監査の措置を講ずる場合にあっては、外部監査人の概要書並びに就任承諾書及び団

体監理型技能実習に係る誓約書の写し

  十 外部監査の措置を講じない場合にあっては、指定外部役員の就任承諾書及び団体監理型

技能実習に係る誓約書の写し

  十一 外国の送出機関から団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実

習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類

    イ 外国の送出機関の概要書

    ロ 外国の送出機関が所在する国又は地域において事業を行うことを証する書類

    ハ 申請者と外国の送出機関との間に締結された申請者が当該外国の送出機関から団体監

理型技能実習の申込みの取次ぎを受けることに係る契約の契約書の写し

    ニ 外国の送出機関が団体監理型技能実習生から徴収する費用の算出基準を記載した書

類

    ホ 外国の送出機関の団体監理型技能実習に係る誓約書

    ヘ 第二十五条第一号に規定する推薦を受けたことを明らかにする推薦状その他の推薦をし

た国又は地域の公的機関の作成に係る書類

  十二 技能実習計画の作成の指導に従事する者の履歴書

  十三 一般監理事業の許可の申請に係る場合にあっては、第三十一条の基準を満たすことを
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明らかにする書類

十四 船員（船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第六条第一項に規定する船員

をいう。）である団体監理型技能実習生に係る実習監理を行う場合にあっては、同法第三十

四条第一項の許可を受けていることを証する書面

  十五 その他必要な書類

２ 法第二十三条第三項（法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を

含む。）の規定により添付すべき事業計画書は、別記様式第十二号によるものとする。

○ 監理団体の許可申請に際しては、許可基準を満たしていることを証明する書類その

他必要な書類を提出しなければなりません。具体的な書類については、別紙③におい

て一覧表として示しています。また、必要な添付書類の詳細については、別途機構ＨＰ

でお知らせしますので、併せて御参照ください。

○ また、監理事業計画書（省令様式第１２号）については、監理事業を行う事業所ごと

に提出が必要であり、事業所が複数ある場合には、当該事業所の数だけ作成して提

出しなければなりません。

○ なお、申請書の添付書類については、申請書の正本１通及び副本１通に添付するこ

とが必要です。

【留意事項】

○ 提出書類等の言語について

技能実習法令の規定により法務大臣、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機

構に提出する資料が外国語により作成されているときは、その資料に日本語の翻訳文を添付

しなければなりません（規則第６８条第１項）。また、技能実習法令の規定により法務大臣及

び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機構に提出し、又

は事業所に備えて置く日本語の書類に、技能実習生の署名を求める場合には、技能実習生

が十分に理解できる言語も併記の上、署名を求めなければなりません（規則第６８条第２

項）。

第４ 機構による事実関係の調査の実施（技能実習法第２３条第５項・第２４条）

【関係規定】

（監理団体の許可）

法第２３条

５ 主務大臣は、第一項の許可の申請を受けたときは、第二項の申請書及び第三項の書類に係る

事実関係につき調査を行うものとする。
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（機構による事実関係の調査の実施）

法第２４条 主務大臣は、機構に、前条第五項の事実関係の調査の全部又は一部を行わせること

ができる。

２ 主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全

部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、前条第一項の許可をする

ときは、機構が第四項の規定により報告する調査の結果を考慮しなければならない。

３ 主務大臣が第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、前

条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書を機構に提出するとともに、機構が行う当該調査

を受けなければならない。

４ 機構は、前項の申請書を受理したときは、主務大臣にその旨を報告するとともに、同項の調査

を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

７ 主務大臣は、第一項の規定により機構に調査の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又

は機構に行わせていた調査の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示し

なければならない。

○ 監理団体の許可については、法第２４条に基づいて事実関係の調査の全部を機構

が行うこととなっています。申請者は、申請書を機構の本部事務所の審査課に提出す

るとともに、機構が行う調査を受けなければ許可を得ることはできません。

○ なお、機構が調査を行いますが、許可権限は主務大臣にあります。機構が行った調

査結果を考慮しつつ、最終的な許可の諾否は主務大臣が行います。

第５ 労働政策審議会の意見聴取（技能実習法第２３条第６項）

【関係規定】

（監理団体の許可）

法第２３条

６ 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を

聴かなければならない。

○ 厚生労働大臣は、監理団体の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議

会の意見を聴取することとされています。これは、職業安定法における有料職業紹介

事業の許可の際に、厚生労働大臣による労働政策審議会の意見聴取規定が設けら

れていること（職業安定法第３０条第５項）を踏まえたものです。
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第６ 監理団体の許可手数料（技能実習法第２３条第７項・第２４条第５項）

【関係規定】

（監理団体の許可）

法第２３条

７ 申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

（機構による事実関係の調査の実施）

法第２４条

５ 主務大臣が第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、実

費を勘案して主務省令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。

６ 前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。

（監理団体の許可の手数料）

規則第２８条 法第二十三条第七項の主務省令で定める額は、二千五百円（監理事業を行う事

業所の数が二以上の場合にあっては、九百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た

額に二千五百円を加えた額）とする。  

２ 法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、四万七千五百円（監理事業を行う事業所の

数が二以上の場合にあっては、一万七千百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た

額に四万七千五百円を加えた額）とする。

（手数料の納付方法等）

規則第６６条 法第二十三条第七項（法第三十二条第二項において準用する場合を含む。）又は

法第三十一条第四項に規定する手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する

額の収入印紙を貼って納付しなければならない。

２ 法第八条第五項（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）又は法第二十四条第

五項（法第三十一条第五項及び法第三十二条第二項において準用する場合を含む。）に規定

する手数料は、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければなら

ない。

３  前二項の規定により納付した手数料は、返還しない。

○ 申請者は監理団体の許可手数料として、国に申請手数料を収入印紙により、機構に

調査手数料を口座振込みにより、それぞれ納付しなければならないこととされています。

許可手数料は以下のとおりです。（一般監理事業への区分変更許可の申請の際も同

様です。）

国

（申請手数料）

基本額 １件につき ２，５００円

加算額 事業所が２以上の場合 ９００円×（事業所数-１）

機構

（調査手数料）

基本額 １件につき ４７，５００円

加算額 事業所が２以上の場合 １７，１００円×（事業所数-１）

165



○ また、監理団体の許可に当たっては、許可１件につき登録免許税を１５，０００円納

付することが必要となります（登録免許税法別表第１第６３号）。（一般監理事業への

区分変更許可の申請の際も同様です。）

○ 具体的な申請手数料の収入印紙による納付方法、調査手数料の口座振込みによ

る納付方法、登録免許税の納付方法等については、別途、機構の HP 等でお知らせし

ますので、御参照ください。
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第２節 監理団体の許可基準（技能実習法第２５条）

監理団体の許可基準は、法第２５条及びその関係規則に定められています。以下

に示す基準のいずれにも適合し、かつ後記第３節に規定する許可の欠格事由に該当

しないものが、監理団体として許可されることとなります。

第１ 法人形態に関するもの

【関係規定】

（許可の基準等）

法第２５条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が

次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

  一 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。

（本邦の営利を目的としない法人）

規則第２９条 法第二十五条第一項第一号（法第三十二条第二項において準用する場合を含

む。次項において同じ。）の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。

  一 商工会議所（その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会議所の会員で

ある場合に限る。）

  二 商工会（その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会の会員である場合に

限る。）

  三 中小企業団体（中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八十五号）第

三条第一項に規定する中小企業団体をいう。）（その実習監理を受ける団体監理型実習実

施者が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合に限る。）

  四 職業訓練法人

  五 農業協同組合（その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該農業協同組合の組

合員であって農業を営む場合に限る。）

  六 漁業協同組合（その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該漁業協同組合の組

合員であって漁業を営む場合に限る。）

  七 公益社団法人

  八 公益財団法人

  九 前各号に掲げる法人以外の法人であって、監理事業を行うことについて特別の理由があり、

かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの

２ 前項の規定にかかわらず、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業

に係る団体監理型技能実習を実習監理する場合における法第二十五条第一項第一号の主務

省令で定める法人は、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生

労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める法人とする。
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○ 監理団体は技能等の移転による国際協力の推進を目的とする技能実習制度におい

て重要な役割を果たす機関であり、本邦の営利を目的としない法人であることが求め

られています。具体的には、省令で認められる法人形態が列挙されており、原則として、

商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組

合、公益社団法人又は公益財団法人であることが必要とされています。

○ これ以外の法人形態で監理団体になろうとする場合には、（ア）監理事業を行うこと

について特別の理由があること、（イ）重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な

機関を置いていること、を満たすことを立証していただく必要があります（規則第２９条

第１項第９号）。

   なお、（ア）については、過去3年以内に、以下の①または②を行った実績があり、当

該実績を資料等により明確に示すことが要件となります。

① 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49

号。以下「公益認定法」という。）上の「公益目的事業」に該当する業務

② 職業訓練、教育支援、我が国から外国への技能等の移転に関する業務等、人材

育成の支援に関する業務

○ また、技能実習法は、主務大臣が制度全体の適正化を図ることに加え、個別の職種

分野について、当該職種に係る知見を有する事業所管省庁が一定の関与を行い、適

正化を図ることができる制度となっており、事業所管大臣が当該特定の職種及び作業

に特有の事情を踏まえた告示を制定することが可能となっています。

○ 監理団体の法人形態に関して、今後この告示が定められた場合には、事業所管省

庁、法務省、厚生労働省及び機構のＨＰ等により周知していきます。

【確認対象の書類】

・ 監理団体許可申請書（省令様式第 11 号）

・ 監理事業計画書（省令様式第 12 号）

・ 登記事項証明書

・ 定款又は寄附行為の写し

・ 監理団体の業務の運営に関する規程の写し

・ 当該法人形態により監理事業を行う理由書（様式自由）

＊ 列挙された法人類型（規則第 29 条第１号から第８号まで）に該当しない場合

・ 他の機関との間に締結された監査契約書の写し

＊ 列挙された法人類型（規則第 29 条第１号から第８号まで）に該当しない場合

【留意事項】
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○ 規則第 29 条第１項第９号の法人として申請する場合

  当該法人が監理事業を行いたいとする具体的理由・背景等のほか、過去３年以内に当該

法人が公益認定法第２条の「公益目的事業」に該当する業務、又は職業訓練、教育支援、

我が国から外国への技能等の移転に関する業務等、人材育成の支援に関する業務（以下

「公益目的事業該当業務等」とする。）を行った実績がある旨、具体的な資料により示してくだ

さい。（任意様式）

○ 一般社団法人及び一般財団法人が申請を行う場合

一般社団法人及び一般財団法人については、規則第２９条第１項第１号から第８号に掲げ

る法人類型に該当しないものの、内閣総理大臣又は都道府県知事に申請を行い、公益社団

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律上の要件を満たせば、規則第２９条第１項第

７号の公益社団法人又は同項第８号の公益財団法人となることができます。

そのため、一般社団法人及び一般財団法人が監理事業を行うとして、監理団体の許可申

請を行うことを希望する場合にあっては、原則として、公益社団法人又は公益財団法人の認

定を受けることが必要ですので、以下の手順で手続を進めてください。

① 一般社団法人又は一般財団法人として、機構に監理団体の許可申請を行います（③の

公益認定を受けるまでの間は審査は留保されます。）。

↓

② 機構から交付を受けた監理団体の許可申請に係る申請受理票及び監理団体の許可申

請書の写しとともに、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく公

益認定の申請を行います（公益認定に通常要すべき標準的な期間は４か月とされていま

す。）。

↓

③ 公益認定を受けた場合には、それを証する書類を機構に提出することで、監理団体の許

可申請に係る審査が再開されます。

↓

④ 公益社団法人又は公益財団法人として、監理団体の許可申請に係る許否が決定されま

す。

第２ 監理団体の業務の実施に関するもの
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【関係規定】

（許可の基準等）

法第２５条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が

次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

  二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力

を有するものであること。

（認定計画に従った実習監理等）

法第３９条

３ 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他

の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

（監理団体の業務の実施に関する基準）

規則第５２条 法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  一～十六 （後述）

○ 監理団体は、許可を受ける際に「監理団体の業務の実施に関する基準」に従って適

正に行うに足りる能力を有することが必要であり、許可を受けた後は、当該基準に従っ

て、業務を実施しなければなりません。その内容は、以下のとおりです。

（１） 監査に関するもの

【関係の省令の規定】

一 団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているか、出

入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他の団体監理型技能実習の適正

な実施及び団体監理型技能実習生の保護に関する事項について、監理責任者の指揮の下

に、次に掲げる方法（法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係

るものである場合にあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣

及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める方

法、その他団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上次に掲げる方法のうちにその方

法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、当該方法については、これに代えて

他の適切な方法）により、団体監理型実習実施者に対し三月に一回以上の頻度で監査を適

切に行うこと。

  イ 団体監理型技能実習の実施状況について実地による確認を行うこと。

  ロ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること。    

  ハ 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習

生の四分の一以上（当該団体監理型技能実習生が二人以上四人以下の場合にあっては

二人以上 ）と面談すること。
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  ニ 団体監理型実習実施者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物

件を閲覧すること。

    ホ 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生

の宿泊施設その他の生活環境を確認すること。

○ 監査は、監理責任者の指揮の下で、３か月に１回以上の頻度で、実習実施者に対し

て適切に行うことが必要です。監査を行った場合には、監査報告書（省令様式第２２

号）により、その結果を対象の実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支

所の指導課に報告することとなります。

○ 監査の際には、原則として、①技能実習の実施状況を実地に確認すること、②技能

実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること、③技能実習生の４分の１以

上と面談すること、④実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること、⑤技

能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること、が必要です。

○ 一方で、例えば部外者の立入りが極めて困難な場所で実習が行われているため①

の方法によることができない場合など技能実習生が従事する業務の性質上①～⑤の

うちの一つ又は複数の方法について著しく困難な事情がある場合には、当該方法に代

えて他の適切な方法をとることが可能です。この場合は、その理由と他の適切な監査

方法を監査報告書（省令様式第２２号）の特記事項欄に記載することになります。

このほか、監査に当たっては、下記「留意事項」に記載の事項も御参照ください。

【確認対象の書類】

・ 監理団体許可申請書（省令様式第１１号）

・ 監理事業計画書（省令様式第１２号）

・ 申請者の誓約書（参考様式第２-２号）

【留意事項】

○ 監理団体が監査において確認する内容について

・ 実習実施者に対する定期監査においては、技能実習の運用上問題が生じやすい部分を

重点的に確認することが必要です。

   運用上問題が生じやすい部分として、例えば、割増賃金の不払、労働時間の偽装、技

能実習計画とは異なる作業への従事、実習実施者以外の事業者での作業従事、不法就

労者の雇用、入国後講習期間中の業務への従事などが、過去の不正行為事例として多く

認められています。

・ 「認定計画と異なる作業に従事していないか」「雇用契約に基づき適切に報酬が支払われ

ているか」「旅券・在留カードの保管を行っていないか」など事実関係について確認し、技能

実習計画に従って技能実習を行わせていない事実、出入国・労働関係法令に違反する
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事実があれば、適切に指導を行わなければなりません。

○ 技能実習生が従事する業務の性質上①～⑤の方法によることが著しく困難な場合について

・ ①～⑤の方法によることが著しく困難な場合とは、例えば、次に記載するような場合などを

想定しており、やむを得ない場合に限られます。それぞれの場合の他の適切な監査方法

については、例えば、次に記載するような監査方法が想定されます。

- 安全上の観点から立入りができず、技能実習生の稼働状況を遠目に見ることも困難な

建設現場での実習の場合

- 衛生上の観点から従業員以外の立入りが禁止されている食品工場での実習の場合

   （他の適切な監査方法） ･･･実地での確認を省略する代わりに、技能実習生に対し実

習現場近くで面談して話を聴く等

○ 技能実習生との面談について

・ 技能実習生との面談については、技能実習生ごとに個別に面談する方法のみならず、複

数の技能実習生に対して集団で面談する方法なども考えられます。また、面談の全ての過

程を必ず口頭で行わなければならないわけではなく、例えば、その場で簡単な質問票を配

付して回答を得た上で、回答を踏まえ項目を絞って面談を行うような方法も考えられま

す。

・ １回の監査につき技能実習生の４分の１以上と面談しなければならないこととされており、

年４回の監査によってできる限り全ての技能実習生と面談することが望まれます。

・ 受け入れている技能実習生が１人など少数の場合には、技能実習生が監査当日病気等

の事情で欠勤したことにより、監査の訪問時に所定の数の技能実習生との面談が難しい場

合がありますが、そのような場合に、必ず欠勤した技能実習生と面談することを求める訳で

はありません。このような場合には、次回の監査などの際に当該技能実習生と必ず面談で

きるよう調整するといった対応をすることも可能です。

・ 技能実習生との面談においては、技能実習生の日本語の理解能力に応じて、通訳人を使

用したり、「最近どこでどんな仕事をしていますか」「先月の給料はいくら受け取りましたか」と

いった平易な日本語を用いて質問をしたりすることなどが考えられます。

○ 事業所の設備・帳簿書類の確認について

・ 事業所の設備・帳簿書類の確認に当たっては、例えば以下のような点に留意することが必

要です。

- 技能実習計画に記載された機械、器具等の設備を用いて、安全衛生面に配慮して、

技能実習計画に記載されたとおりに技能実習が行われていること

- 賃金台帳、タイムカードなどから確認できる技能実習生に対して支払われた報酬や労

働時間が技能実習計画に記載された内容と合致していること

- 技能実習生に対する業務内容・指導内容を記録した日誌から、技能実習生が技能実

習計画に記載された業務を行っていること

○ 宿泊施設等の生活環境の確認について
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・ 宿泊施設等の生活環境の確認に当たっては、例えば以下のような点に留意することが必

要です。

- 宿泊施設の衛生状況が良好であるか

- 宿泊施設の１部屋当たりの実習生数が何名となっているか

  - 不当に私生活の自由が制限されていないか

・ 宿泊施設が離れた場所で複数に分かれており、毎回全てを確認することが困難な場合に

は、複数回の定期監査に分けて各宿泊施設を訪れるということでも構いません。その場合に

おいても、複数回の定期監査によりできる限り全ての宿泊施設を訪れることが望まれます。

○ 特定の職種・作業に関するものについて

・ 技能実習法は、主務大臣が制度全体の適正化を図ることに加え、個別の職種分野につい

て、当該職種に係る知見を有する事業所管省庁が一定の関与を行い、適正化を図ることが

できる制度となっており、事業所管大臣が当該特定の職種及び作業に特有の事情を踏まえ

た告示を制定することが可能となっています。

・ 特定の職種・作業に関するものとして告示で指定された場合には、規則第５２条第１号イか

らホまでに掲げる方法に代えて事業所管大臣告示で定める方法による監査を行うことが可

能となります。今後、この告示が定められた場合には、事業所管省庁、法務省、厚生労働省

及び機構のＨＰ等により周知していきます。

（２） 臨時監査に関するもの

【関係の省令の規定】

二 団体監理型実習実施者が法第十六条第一項各号のいずれかに該当する疑いがあると認

めたときは、監理責任者の指揮の下に、直ちに、前号に規定する監査を適切に行うこと。

○ ３か月に１回以上の頻度で行う監査のほか、実習実施者が法第１６条第１項各号

（実習認定の取消し事由）のいずれかに該当する疑いがあると監理団体が認めた場合

には、直ちに臨時の監査を行うことが必要となります。

○ この臨時の監査については、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせて

いないなどの情報を得たときはもとより、実習実施者が不法就労者を雇用しているなど

出入国関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき、実習実施者が技能

実習生の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反している疑いがあるとの情

報を得たときなどにも行うことが求められます。

【確認対象の書類】

・ 監理団体許可申請書（省令様式第 11 号）

・ 監理事業計画書（省令様式第 12 号）
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・ 申請者の誓約書（参考様式第 2-2 号）

【留意事項】

○ 臨時監査の位置付けについて

・ 実習実施者が法第１６条第１項各号（実習認定の取消し事由）のいずれかに該当する疑

いがあると監理団体が認めた場合に直ちに行う監査を、便宜上臨時監査と呼んでいます

が、この臨時に行う監査についても、規則第５２条第１号に規定する監査の一つです。した

がって、直近の定期監査又は臨時監査を行った日から３か月以内に定期監査を行うことが

求められるものであり、必ずしも定期監査を３か月に１回以上の頻度で臨時監査とは別に

実施しなければいけないわけではありません。

（３） 訪問指導に関するもの

【関係の省令の規定】

三 第一号団体監理型技能実習にあっては、監理責任者の指揮の下に、一月に一回以上の頻

度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているか

について実地による確認（団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法による

ことが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認）を行うとともに、団体監理型

実習実施者に対し必要な指導を行うこと。

○ 訪問指導とは、第１号技能実習の場合に、監査とは別に、監理責任者の指揮の下に、

１か月につき少なくとも１回以上、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習

の実施状況を実地に確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実

習を適正に行わせるよう必要な指導を行うことです。

○ 訪問指導を行った場合は、指導の内容を記録した訪問指導記録書（参考様式第４-

１０号）を作成し、事業所に備え付けなければなりません。また、この訪問指導の書類

の写しは、事業報告書に添付し、年に１度機構の本部事務所の審査課に提出しなけ

ればなりません。

【確認対象の書類】

・ 申請者の誓約書（参考様式第２-２号）

【留意事項】

○ 訪問指導を担当する者について

・ 訪問指導は、技能実習の初期段階である第１号技能実習を行わせるに当たって、監理団

体が作成の指導を行った技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせているかを

確認するものであるため、実習実施者に対して適切な指導を行うことができるように技能実

習計画の作成の指導を担当した者が実施するのが望ましいと考えられます。
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・ また、実習監理を行う実習実施者の数や所在地などの関係から、技能実習計画の作成

指導者のみで全ての訪問指導に対応することが困難な場合には、他の役職員がその技能

実習計画作成指導者から事前に必要な説明を受けるなどした上で、訪問指導を実施する

ことが望ましいと考えられます。

○ 技能実習生が従事する業務の性質上実地確認によることが著しく困難な場合について

・ 前述「（１）監査に関するもの」に記載の考え方と同様の考え方に基づき、「実地確認による

ことが著しく困難な場合」であるか否かを判断することになります。

（４） 制度趣旨に反した方法での勧誘等に関するもの

【関係の省令の規定】

四 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施

者等の勧誘又は監理事業の紹介をしないこと。

○ 法第３条第２項の基本理念でも明示されているとおり、技能実習が、労働力の需給

の調整の手段として行われることはあってはなりません。

○ この制度趣旨を正しく理解せず、労働力の需給の調整の手段として技能実習を行わ

せようとする実習実施者や監理団体は、受入れ機関としてふさわしくありません。

○ 監理団体の業務実施基準（規則第５２条第４号）においても、制度の趣旨に反して技

能実習を労働力の需給の調整の手段であると誤認させるような方法で、実習実施者

の勧誘又は監理事業の紹介をすることを禁止しています。具体的には、例えば、監理

団体が、そのホームページやパンフレットなどで、技能実習生の受入れが人手不足対

策になるといったような宣伝や広告を出すことは不適切な勧誘や紹介となります。

【確認対象の書類】

・ 申請者の誓約書（参考様式第 2-2 号）

（５） 外国の送出機関との契約内容に関するもの

【関係の省令の規定】

五 外国の送出機関との間で団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに係る契約を締結すると

きは、当該外国の送出機関が、団体監理型技能実習生等の本邦への送出に関連して、団

体監理型技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能

実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理せず、か

つ、団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に
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金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載する

こと。

○ 外国の送出機関については、法第２３条第２項第６号に基づき、その要件が規則第２

５条に定められているところであり、監理団体は、外国の送出機関から求職の申込みの

取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る

契約を締結することが求められています（後述 P１９２参照）。

○ これに加え、監理団体は、外国の送出機関が保証金、違約金の徴収を行うような契

約を結んでいないことについて確認し、その旨を外国の送出機関との取次ぎに係る契

約書に記載しなければなりません（規則第５２条第５号）。

○ これは、技能実習生等から保証金、違約金の徴収を行うような外国の送出機関は

ふさわしくないため、そのことを監理団体においても確認し、外国の送出機関との契約

書において明記することを求めるものです。

【確認対象の書類】

・ 監理団体許可申請書（省令様式第 11 号）

・ 申請者の誓約書（参考様式第 2-2 号）

・ 外国の送出機関との契約書の写し

（６） 外国の送出機関からの取次ぎに関するもの

【関係の省令の規定】

六 団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、当該取次ぎが外国の送

出機関からのものであること。

○ 監理団体が取次ぎを受ける場合には、外国の送出機関からでなければなりません。

これは、技能実習生の保護の観点から、一定の基準を満たした外国の送出機関から

のみ取次ぎを認めるものです。

【確認対象の書類】

・ 監理団体許可申請書（省令様式第 11 号）

・ 申請者の誓約書（参考様式第 2-2 号）

・ 外国の送出機関との契約書の写し

（７） 入国後講習の実施に関するもの
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【関係の省令の規定】

七 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、

入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させないこと。

○ 監理団体は、第１号技能実習において、技能実習生に対して入国後講習を行わせ

る主体となります（講習の基準については前述 P６３、入国後講習の施設確保について

は前述 P７７参照）。

○ 監理団体は、入国後講習の期間中は、いかなる事情があろうとも、技能実習生を実

習実施者の都合で業務に従事させてはいけませんので、そのようなことがないよう十分

に監理することが必要です。特に、講習時間前後の早朝や夜間に技能実習生が業務

に従事したりすることがないよう、技能実習生が入国後講習に専念できる環境づくりに

努める必要があります。

○ 入国後講習を実施する施設は、入国後講習が座学で行われることに照らして、机と

椅子が整えられた学習に適した施設で行われなければなりません。このため、監理団

体は、通常、同時期に入国した技能実習生を、机と椅子が整えられた学習に適した研

修施設に集めて、講習を実施することとなります。

○ 入国後講習を実施した後、監理団体は、入国後講習実施記録（参考様式第４-９号）

を作成し、事業所に備え付けなければなりません。

【確認対象の書類】

・ 申請者の誓約書（参考様式第 2-2 号）

（８） 技能実習計画の作成指導に関するもの

【関係の省令の規定】

八 法第八条第四項（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）に規定する指導に

当たっては、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施

設（法第十一条第二項において準用する場合にあっては、これらのうち変更しようとする事項

に係るものに限る。）を実地に確認するほか、次に掲げる観点から指導を行うこと。この場合に

おいて、ロに掲げる観点からの指導については、修得等をさせようとする技能等について一定

の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させること。

イ 技能実習計画を法第九条各号に掲げる基準及び出入国又は労働に関する法令に適合

するものとする観点

ロ 適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点
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ハ 技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点

○ 監理団体が実習実施者の作成する技能実習計画について指導するに当たっては、

技能実習を行わせる事業所と技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、認定

基準及び出入国又は労働に関する法令への適合性の観点、適切かつ効果的に技能

等の修得等をさせる観点、技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点から指導

を行わなければなりません。

○ 特に、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点からの指導については、監理

団体の役職員のうち、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について一定の経

験や知識がある者が行わなければなりません。

【確認対象の書類】

・ 監理団体許可申請書（省令様式第１１号）

・ 監理事業計画書（省令様式第１２号）

・ 申請者の誓約書（参考様式第２-２号）

・ 技能実習計画作成指導者の履歴書（参考様式第２-１３号）

【留意事項】

○ 修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役職員について

・ 修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有すると認められる技能

実習計画作成指導者は、監理団体の役職員（常勤・非常勤は問わない。）であって、「取

扱職種について５年以上の実務経験を有する者」か「取扱職種に係る技能実習計画作成

の指導歴を有する者」である必要があります。

・ ５年以上の実務経験として求められるレベルとしては、厳密な作業レベルまで一致する経

験を求められるわけではなく、例えば、移行対象職種・作業の単位で一致する経験を有し

ていることまでではなく、職種単位で一致する経験であれば作業の単位で異なる経験であ

ったとしても認められることとなります。

・ 技能実習計画作成の指導歴については、適正に認定された技能実習計画の作成指導経

験（旧制度における技能実習計画の作成経験を含む。）があることが必要です。

・ 監理団体許可申請書（省令様式第11号）の「１申請者⑨団体監理型技能実習の取扱職

種の範囲等」や監理事業計画書（省令様式第１２号）の「６団体監理型技能実習の取扱職

種の範囲等」に記載された全ての取扱職種について、技能実習計画作成指導者が確保さ

れている必要がありますが、全ての取扱職種を１人が担当しなければならない訳ではなく、

２人以上で取扱職種ごとに分担して担当することも認められます。

○ 技能実習計画作成指導者の人数等について

・ 取扱職種ごとに、要件を満たす技能実習計画作成指導者が常勤・非常勤であるかを問わ

ず、監理団体の役職員の中から確保されていることを要しますが、監理団体の事業所ごと
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に専属の技能実習計画作成指導者が確保されていなければならないわけではありませ

ん。

（９） 帰国旅費の負担に関するもの

【関係の省令の規定】

九 その実習監理に係る団体監理型技能実習生の団体監理型技能実習の終了後の帰国（第

二号団体監理型技能実習の終了後に行う第三号団体監理型技能実習の開始前の一時帰

国を含む。）に要する旅費（第三号団体監理型技能実習に係るものであって、第二号団体監

理型技能実習生が第二号団体監理型技能実習を行っている間に法第八条第一項の認定

の申請がされた場合にあっては、第三号団体監理型技能実習の開始前の本邦への渡航に

要する旅費及び第三号団体監理型技能実習の終了後の帰国に要する旅費）を負担するとと

もに、団体監理型技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること。

○ 監理団体は、技能実習生の帰国旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰

国が円滑にされるよう必要な措置を講じなければなりません（帰国旅費の負担につい

ては前述 P７９参照）。

【確認対象の書類】

・ 申請者の誓約書（参考様式第 2-2 号）

（10） 人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの

【関係の省令の規定】

十 その実習監理に係る団体監理型技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行わないこと。

十一 技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認

定を受けさせる目的、不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しく

は法第三十一条第二項の更新を受ける目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違

反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節

若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規

定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の規

定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文

書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行わないこと。

○ 監理団体は、監理事業を行う上で、技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行わ

ないこと、申請者等が不正な目的で偽変造文書等の行使等を行わないことが求めら

れます。
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○ 「技能実習生の人権を著しく侵害する行為」の代表的な例としては、技能実習生から

人権侵害を受けた旨の申告があり人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められ

た場合や、監理団体が技能実習生の意に反して預金通帳を取り上げていた場合など

が考えられます。

○ 「不正な目的での偽変造文書等の行使等」の代表的な例としては、実習実施者に対

する監査を法定基準にのっとって行っていない事実を隠蔽するために作成した監査報

告書を機構に提出した場合や、実習実施者において法令違反が行われていることを

認識しつつ技能実習が適正に実施されているかのような監査報告書を機構に提出し

た場合などが考えられます。

【確認対象の書類】

・ 申請者の誓約書（参考様式第 2-2 号）

（11） 二重契約の禁止、法令違反時の報告に関するもの

【関係の省令の規定】

十二 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしないこと。

十三 法第三十七条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、機構に当該

事実を報告すること。

○ 監理団体は、技能実習計画と反する内容の取決めを技能実習生との間で行っては

なりません。「技能実習計画と反する内容の取決め」の代表的な例としては、技能実習

生の講習手当について、技能実習計画の認定申請の際に提出した書類に記載された

講習手当より低い額の手当を支払う旨の別の合意を行っていた場合などが考えられま

す。

○ また、許可の取消事由（法第３７条第１項各号）に該当するに至った場合は、監理団

体は機構の地方事務所・支所の指導課に、当該事実を報告しなければなりません。

監理団体による機構への報告は、報告書（参考様式第３－３号）によって行うことと

なります。

【確認対象の書類】

・ 申請者の誓約書（参考様式第 2-2 号）

（12） 相談体制の整備等に関するもの
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【関係の省令の規定】

十四 その実習監理に係る団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監

理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講ずる

こと。

○ 監理団体に相談体制の構築を求める趣旨は、実習実施者において技能実習生が

人権侵害行為を受けている事案など実習実施者の技能実習指導員や生活指導員な

どの役職員に相談できない場合において、監理団体が技能実習生を保護・支援できる

ようにするためです。また、監理団体に、受け入れている技能実習生の国籍（国又は

地域）に応じた相談応需体制を整備させることにより、実習実施者のみでは体制整備

が困難な母国語での相談を可能とするものです。

○ 技能実習生からの相談内容に係る対応については、監理事業に従事する役職員が

行わなければならず、その内容に応じて、公的機関や実習実施者の生活指導員等と

連携して適切に対応する必要があります。技能実習生からの相談に対応した場合は、

団体監理型技能実習生からの相談対応記録書（参考様式第４-１１号）を作成し、事

業所に備え付けなければなりません。

【確認対象の書類】

・ 監理団体許可申請書（省令様式第１１号）

・ 監理事業計画書（省令様式第１２号）

・ 申請者の概要書（参考様式第 2-１号）

・ 申請者の誓約書（参考様式第 2-2 号）

【留意事項】

○ 通訳人について

・ 通訳人は、技能実習生からの相談を母国語で受け付ける役割を担う者ですが、必ずしも

監理団体の常勤職員であることまでは求められていません。非常勤の職員が従事すること

や、通訳業務自体を外部委託することも可能です。ただし、通訳業務を外部に委託したと

しても、監理団体の役職員が責任を持って相談に応じなければならないことに変わりはあり

ません。

○ 技能実習生への相談方法等の周知について

・ 監理団体は、技能実習生が相談したい場合に、いつ誰に連絡したら相談を受けられるの

かが分かる相談方法等について、入国後講習の法的保護情報の科目の講義の際に必須

教材とされている技能実習生手帳の該当箇所を詳しく説明するなどして技能実習生に対し

て詳しく周知する必要があります。
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（13） 監理団体の業務の運営に係る規程の掲示に関するもの

【関係の省令の規定】

十五 事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、監理団体の業務の運営（監理費の徴収を含

む。）に係る規程を掲示すること。

○ 監理団体は、監理団体の業務の運営に係る規程を作成し、監理団体の事業所内の、

一般の人からも見える場所に掲示しなければならず、この規程に従って監理事業を行

わなければなりません。

○ 監理団体の業務の運営に係る規程には、技能実習関係法令に反する事項が含まれ

ていないことはもとより、監理団体が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等及

び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための

指針（平成２９年法務省・厚生労働省告示第２号。以下「指針」という。）に規定された

事項が遵守されることが分かる内容であることが必要です。

○ 監理団体の業務の運営に係る規程に最低限盛り込むべき事項を示した規程の例を

別紙⑤として示していますので、参考にしてください。

【確認対象の書類】

・ 申請者の誓約書（参考様式第 2-2 号）

・ 監理団体の業務の運営に関する規程の写し

（14） 特定の職種・作業に関するもの

【関係の省令の規定】

十六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及

び作業に係る団体監理型技能実習の実習監理を行うものにあっては、当該特定の職種及び

作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業

に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

○ 技能実習法は、主務大臣が制度全体の適正化を図ることに加え、個別の職種分野

について、当該職種に係る知見を有する事業所管省庁が一定の関与を行い、適正化

を図ることができる制度となっており、事業所管大臣が当該特定の職種及び作業に特

有の事情を踏まえた告示を制定することが可能となっています。

○ 監理団体の業務の実施に関する基準に関して、今後この告示が定められた場合に
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は、事業所管省庁、法務省、厚生労働省及び機構のＨＰ等により周知していきます。

第３ 財産的基礎に関するもの

【関係規定】

（許可の基準等）

法第２５条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が

次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

  三 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること。

○ 監理事業を健全に遂行するに当たって、監理団体は、一定程度の財務的基盤を有

することが必要です。この点については、監理団体の事業年度末における欠損金の有

無、債務超過の有無等から総合的に勘案されることになります。なお、この事業年度と

は、技能実習事業年度を意味するものではありません。

○ 直近期末において債務超過となっている場合には、中小企業診断士、公認会計士

等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見

通しについて評価を行った書面の提出に当って、以下の内容を具体的に記載いただく

必要があります（平成 30 年６月末までの申請についての取扱い。）。

① 債務超過の主な原因

② 債務超過改善に対する具体的な取組

例えば、団体としての独自事業（事業協同組合における共同購買事業等）や増

資など

※ 監理団体が実習実施者から徴収する監理費については、実費の額を超えない

額で徴収することとされており（技能実習法施行規則第37条）、技能実習生受入

事業により収益が上がることは認められません。

③ 債務超過を解消できる期間（見込み）

許可日から３年後の時点で確認できる財務諸表において債務超過が解消できるこ

とが必要。

○ 平成 30 年７月１日以降の許可申請については、①直近の財務諸表（貸借対照表）で

債務超過となっていないこと、または②直近の財務諸表（貸借対照表）で債務超過と

なっている場合には、例えば、以下のような措置により、今期の決算における債務超過

の解消が確実視されることが必要です。

① 増資が実施済みである。

② 組合費・賦課金による収益、共同事業による収益等により債務超過を解

消すること等について、当該団体の総会等決定機関で決定しており、債務

超過解消が確約されている。
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※これらの取組は、直近の財務諸表における債務超過額を上回る額の対応であ

ることが必要です。

    ※ 債務超過の解消が確実視されるものとして許可を行った場合には、債務超過の

解消を許可の条件として付します。なお、許可条件を満たさない場合は、取消

の事由に該当することになります。

【確認対象の書類】

・ 直近の２事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写し

・ 監理事業に関する資産の内容を証する書類（直近の２事業年度に係る法人税の確定申告

書の写し、納税証明書の写し等）

・ 監理事業に関する資産の内容を証する書類（預金残高証明書等の現金・預貯金の額を証

する書類）

・ 中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を

有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面

＊ 直近期末において債務超過がある場合

【留意事項】

○ 貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写しについて

納税地の所轄税務署長に提出したもの（損益計算書又は収支計算書については、可能な

限り事業区分（セグメント）単位で売上額が確認できるもの）であることが求められます。なお、

直近の事業年度における決算は終了しているものの、総会の承認を得ていないため納税地

の所轄税務署長に提出していない場合は、当該決算に係る貸借対照表及び損益計算書又

は収支計算書を確実に納税地の所轄税務署長に提出することが確認できる場合に限り、当

該貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写しで差し支えありません。

なお、法人設立直後であるなどの理由により、直近の２事業年度に係る書類が存在しない

場合には、存在するものを提出することが求められます。

○ 法人税の確定申告書の写し、納税証明書の写しについて

法人税の確定申告書の写しについては、納税地の所轄税務署長に法人税の確定申告書

が提出され、納税地の所轄税務署長の受付印のあるもの（電子申請の場合は、納税地の所

轄税務署に受け付けられた旨が確認できるもの）であることが求められます。納税証明書の

写しについては、国税通則法施行令第41条第１項第３号ロに係る同法施行規則別紙第８号

様式（その２）による法人の事業年度における所得金額に関するものであることが求められま

す。

なお、法人設立直後であるなどの理由により、直近の２事業年度に係る書類が存在しない

場合には、存在するものを提出することが求められます。

○ 設立後最初の決算期を終了していない法人の申請に係る場合

法人成立時の貸借対照表等を提出することが求められます。
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第４ 個人情報の保護に関するもの

【関係規定】

（許可の基準等）

法第２５条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が

次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

  四 個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報

と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。第四

十条第一項第四号及び第四十三条において同じ。）を適正に管理し、並びに団体監理型実

習実施者等及び団体監理型技能実習生等の秘密を守るために必要な措置を講じているこ

と。

○ 監理団体は、技能実習生の賃金、職歴、国籍（国又は地域）等や実習実施者の情

報など、個人情報として保護する要請の高い情報を取り扱うことになるため、個人情報

を適正に管理し、秘密を守るために必要な措置を講じておかなければなりません。

○ 具体的には、指針に基づき、個人情報適正管理規程を作成しなければなりません。

規程に最低限盛り込む事項を示した規程の例を別紙⑥として示していますので、参考

にしてください。

○ 個人情報の保護に関するポイントは、以下のとおりです。

① 技能実習生等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制

   ・ 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること

   ・ 業務上知り得た個人情報を業務以外の目的で使用したり他に漏らしたりしないこ

とにつき職員への教育が実施されていること

   ・ 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正の取扱いに関する規定が

あり、その規定について技能実習生等への周知がされていること

   ・ 個人情報の取扱いに関する苦情処理に関する事業所内の体制が明確にされ、

苦情を適切に処理することとされていること

② 個人情報管理の措置

   ・ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措

置が講じられていること

   ・ 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること
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   ・ 個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による個人情報へのアクセスを防

止するための措置が講じられていること

   ・ 監理事業の目的に照らして必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するため

の措置が講じられていること

【確認対象の書類】

・ 個人情報適正管理規程（監理事業を行う事業所ごとに提出）の写し

・ 監理団体の組織体系図

第５ 外部役員及び外部監査に関するもの

【関係規定】

（許可の基準等）

法第２５条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が

次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

  五 監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。

    イ 役員が団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有する者のみにより構

成されていないことその他役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすお

それがないものとすること。

    ロ 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務

省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、

主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるもの

とすること。

（外部役員及び外部監査人）

規則第３０条 法第二十五条第一項第五号イ（法第三十二条第二項において準用する場合を含

む。）の主務省令で定める密接な関係を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。

  一 申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者若しくはその役員若しくは職員であり、又

は過去五年以内にこれらの者であった者

  二 過去五年以内に申請者が実習監理を行った団体監理型実習実施者の役員若しくは職員で

あり、又は過去五年以内にこれらの者であった者

  三 前二号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族

  四 社会生活において密接な関係を有する者であって、指定外部役員による次項に規定する

確認の公正が害されるおそれがあると認められるもの

２ 申請者は、外部監査の措置を講じないときは、前項に規定する密接な関係を有する者以外の

役員（責任役員を除く。）であって次の各号のいずれにも該当するものの中から、団体監理型実

習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかの確認を担当する役
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員を指定するものとする。

  一 過去三年以内に外部役員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める

ものを修了した者であること。

  二 次のいずれにも該当しない者であること。

    イ 申請者の役員（監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と

経験を有する者及び指定外部役員に指定されている者を除く。）若しくは職員又は過去五

年以内にこれらの者であった者

    ロ 申請者の構成員（申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む

者に限る。）若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

    ハ 実習実施者（申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者を除く。）又はその役員若

しくは職員

    ニ 監理団体（申請者を除く。）の役員（監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関

する専門的な知識と経験を有する者及び指定外部役員に指定されている者を除く。）又は

職員

    ホ 申請者が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその

役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

    ヘ イからホまでに掲げる者のほか、申請者又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活に

おいて密接な関係を有すること、過去に技能実習に関して不正又は著しく不当な行為を行

った者であることその他の事情によりこの項に規定する確認の公正が害されるおそれがある

と認められる者

３ 指定外部役員は、前項に規定する確認を、次に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所に

つき三月に一回以上の頻度で行い、その結果を記載した書類を作成するものとする。

  一 責任役員及び監理責任者から報告を受けること。

  二 申請者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。

４ 法第二十五条第一項第五号ロ（法第三十二条第二項において準用する場合を含む。）の主務

省令で定める密接な関係を有しない者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

  一 第一項第一号から第三号までに掲げる者

  二 社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあ

ると認められる者

５ 法第二十五条第一項第五号ロ（法第三十二条第二項において準用する場合を含む。）の主務

省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって外部監査を適切に行う能力を

有するものであることとする。

  一 過去三年以内に外部監査人に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定

めるものを修了した者であること。  

  二 次のいずれにも該当しない者であること。

    イ 申請者の役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
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    ロ 申請者の構成員（申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む

者に限る。）若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

    ハ 実習実施者（申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者を除く。）又はその役員若

しくは職員

    ニ 監理団体（申請者を除く。）又はその役員若しくは職員

    ホ 申請者が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその

役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

    ヘ 法第二十六条第五号イからニまでのいずれかに該当する者

    ト 法人であって、法第二十六条各号のいずれかに該当するもの又はその役員のうちにイから

ホまでのいずれかに該当する者があるもの

    チ イからトまでに掲げる者のほか、申請者又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活に

おいて密接な関係を有すること、過去に技能実習に関して不正又は著しく不当な行為を行

った者であることその他の事情により外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる

者

６ 外部監査は、次に定めるところにより行うものとする。

  一 団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかど

うかについて、第三項各号に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき三月に一回

以上の頻度で確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。

  二 団体監理型実習実施者に対する監査が適正に実施されているかどうかについて、申請者が

行う第五十二条第一号の規定による監査に監理事業を行う各事業所につき一年に一回以上

同行することにより確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。

○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を実現するためには、監理団体が

実習実施者に対して指導・監督を適切に行うことを担保し、監理団体が中立的な業務

の運営を行うことが不可欠です。

○ 一方で、監理団体が、その組合員たる実習実施者を実習監理するに際し、中立的

な業務の運営を行うことが難しい側面も存在することも事実です。このため、外部役員

を置くこと又は外部監査の措置を講じることのいずれかの措置を監理団体が講じてい

ることを法律上義務付け、外部の視点を加えることにより、監理団体の業務の中立的

な運営を担保しようとするものです。

＜外部役員を置く方法＞

○ 指定外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの

確認を、法人内部から担当する役員であり、監理団体の外部役員の中から指定を受
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けた者です。過去３年以内に外部役員に対する講習（第８章の主務大臣が告示した養

成講習機関が実施する講習）を修了した者でなくてはなりません。

※ 経過措置が、平成 32 年３月 31 日に終了します。これによりすべての外部役員は

期限までに講習を受講することが必要となります。

○ また、外部役員は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であっては

ならないこととされています。

① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去５年以内の役職員

② 過去５年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去５年以内の役職

員

③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族

④ 申請者（監理団体）の現役又は過去５年以内の役職員（監理事業に係る業務の

適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員及び指定外部

役員に指定されている役員を除く。）

⑤ 申請者（監理団体）の構成員（申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職

種に係る事業を営む構成員に限る。）又はその現役又は過去５年以内の役職員

⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員

⑦ 他の監理団体の役職員（監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関す

る専門的な知識と経験を有する役員及び指定外部役員に指定されている役員を除

く。）

⑧ 申請者（監理団体）に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去５年以内の

役職員

⑨ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が

害されるおそれがあると認められる者

○ 指定外部役員には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を３か

月に１回以上確認し、その結果を記載した書類を作成することが求められます。

＜外部監査の措置を講じる方法＞

○ 外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監

査を、法人外部から実施する者として、監理団体から選任を受けた者であり、法人・個

人のいずれでも外部監査人になることが可能です。過去３年以内に外部監査人に対

する講習（第８章の主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習）を修了した者

でなくてはなりません。

※ 経過措置が、平成 32 年３月 31 日に終了します。これにより外部監査人は期限ま

でに講習を受講することが必要となります。
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○ また、外部監査人は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であって

はならないこととされています。

① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去５年以内の役職員

② 過去５年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去５年以内の役職

員

③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族

④ 申請者（監理団体）の現役又は過去５年以内の役職員

⑤ 申請者（監理団体）の構成員（申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職

種に係る事業を営む構成員に限る。）又はその現役又は過去５年以内の役職員

⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員

⑦ 他の監理団体の役職員

⑧ 申請者（監理団体）に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去５年以内の

役職員

⑨ 法人であって監理団体の許可の欠格事由（法第２６条）に該当する者、個人であ

って監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由（法第２６条第５号）に該当する者

⑩ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部監査の公正が害されるお

それがあると認められる者

○ 外部監査人には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を３か月

に１回以上確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求め

られます。

○ また、外部監査人は監理団体の役職員ではなく、監理団体が行う監査等の業務に

従事することがないことから、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各

事業所につき１年に１回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成・監理

団体へ提出することが求められます。

【確認対象の書類】

・ 監理団体許可申請書（省令様式第 11 号）

＜外部役員を置く方法の場合＞

・ 申請者の役員の履歴書（参考様式第 2-3 号）

・ 指定外部役員の就任承諾書及び誓約書（参考様式第 2-8 号）

＜外部監査の措置を講ずる場合＞

・ 外部監査人の概要書（参考様式 2-6 号）

・ 外部監査人の就任承諾書及び誓約書（参考様式 2-7 号）

【留意事項】
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○ 申請者（監理団体）の現役又は過去５年以内の役員であっても指定外部役員に指定できる

場合

・ 申請者（監理団体）の現役又は過去５年以内の役員であっても、「監理事業に係る業務の

適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員」であれば、外部役員

に指名することは可能です。具体的には申請者（構成員を含む。）以外での人事労務管

理・監査等の業務経験を有しており、出入国又は労働関係法令や監査についての専門的

な知識と経験を活かして、他の役員及び職員を指導できる者であることが必要となります。

・ 例えば、既に申請者（監理団体）の役員になっている方であっても、事業協同組合のいわ

ゆる員外理事であって、企業において人事労務管理に携わっていた経験等を活かして監

理事業に従事する方のような場合には、他の要件を満たせば、指定外部役員として指名

することは認められます。

・ また、例えば、監理団体の許可の有効期間の更新等の申請を行う際に、申請者（監理団

体）の中で当該申請時に既に「指定外部役員に指定されている役員」についても、引き続

き外部役員に指名することは認められます。

○ 申請者（監理団体）の構成員であっても指定外部役員に指定することや外部監査人に選任

することができる場合

・ 申請者（監理団体）の構成員であっても、「申請者が実習監理する団体監理型技能実習

の職種に係る事業を営む構成員でない場合」であれば、指定外部役員に指名することや

外部監査人に選任することが可能です。これは、申請者が実習監理する技能実習の職種

に係る事業を営む構成員でない構成員は、通常技能実習に関与していないと考えられる

ことから、「外部」と判断することを可能とするものです。

・ 例えば、申請者（監理団体）の構成員であっても、会計事務所など、申請者が実習監理す

る予定の職種と関係のない会社の役職員であれば、他の要件を満たせば、外部役員とし

て認められます。

○ 外部役員が担う業務範囲について

・ 外部役員に就任した者が、自ら監査業務等の監理団体の中核業務を担当することは、特

段禁止されていません。外部の視点を活かして、自ら業務に当たることも可能です。

・ 外部役員は、常勤・非常勤を問いません。

○ 外部役員・外部監査人の兼務について

・ 外部役員・外部監査人については、要件を満たす者であれば、複数の監理団体の外部役

員・外部監査人を兼務することも可能です。

・ 外部役員については、例えば、事業協同組合のいわゆる員外理事であって、企業におい

て人事労務管理に携わっていた経験等を活かして監理事業に従事する方は、他の要件を

満たせば、既に他の監理団体の役職員となっている場合であっても外部役員として認めら

れることとなります。

・ ただし、既に特定の監理団体の外部役員になっている者が、他の監理団体の外部監査人
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を兼務することはできません。

第６ 外国の送出機関に関するもの

【関係規定】

（監理団体の許可）

法第２３条

２ 前項の許可を受けようとする者（第七項、次条及び第二十五条において「申請者」という。）は、

主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければ

ならない。

六 外国の送出機関（団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に

係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令で定め

る要件に適合するものをいう。第二十五条第一項第六号において同じ。）より団体監理型技

能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受け

ようとする場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者

の氏名

（許可の基準等）

法第２５条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が

次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

六 外国の送出機関から団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習

に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間

で当該取次ぎに係る契約を締結していること。

（外国の送出機関）

規則第２５条 法第二十三条第二項第六号（法第三十一条第五項及び第三十二条第二項にお

いて準用する場合を含む。）の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。

  一 団体監理型技能実習生の本邦への送出に関する事業を行う事業所が所在する国又は地

域の公的機関から団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことが

できるものとして推薦を受けていること。

  二 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定し、本邦への送出を行

うこととしていること。

  三 団体監理型技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に

定めて公表するとともに、当該費用について団体監理型技能実習生等に対して明示し、十分

に理解させることとしていること。

  四 団体監理型技能実習を修了して帰国した者が修得等をした技能等を適切に活用できるよ

う、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこととしていること。

  五 団体監理型技能実習を修了して帰国した者による技能等の移転の状況等について法務大
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臣及び厚生労働大臣又は機構が行う調査に協力することとしていることその他法務大臣及び

厚生労働大臣又は機構からの技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する要請

に応じることとしていること。

  六 当該機関又はその役員が禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を

経過しない者でないこと。

  七 第一号に規定する国又は地域の法令に従って事業を行うこととしていること。

  八 当該機関又はその役員が、過去五年以内に、次に掲げる行為をしていないこと。

    イ 技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生等又は

その配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関

係を有する者の金銭その他の財産を管理する行為

    ロ 技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他

の財産の移転を予定する契約をする行為

    ハ 技能実習生等に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為

    ニ 技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認

定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第

三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若

しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し

外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許

可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一

節若しくは第二節若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しく

は変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為

  九 団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを行うに当たり、団体監理型技能実習生等又はそ

の配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密

接な関係を有する者が、団体監理型技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいか

んを問わず金銭その他の財産を管理されていないこと及び団体監理型技能実習に係る契約

の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する

契約をしていないことについて、団体監理型技能実習生になろうとする者から確認することとし

ていること。

  十 前各号に掲げるもののほか、団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取

り次ぐために必要な能力を有するものであること。

○ 監理団体は、外国の送出機関から取次ぎを受けようとする場合には、当該外国の送

出機関の氏名・名称等について、許可の申請の際に申請書に記載するとともに、当該

外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していることが必要となります。

その後、取次ぎを受けようとする外国の送出機関を追加・変更等しようとするときは、変
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更の届出（法第３２条第３項）を行うことが必要となります。

○ また、外国の送出機関については、技能実習生になろうとする者からの技能実習に

係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として、規則第２

５条において定められている要件に適合する必要があります。

取次ぎを受けようとする外国の送出機関が規則第２５条において定められている要

件に適合していることは、当該要件に適合していることを証明する書類を監理団体が

当該外国の送出機関から入手して、申請書の添付書類として提出することが求められ

ます。

○ この点、送出国政府との間に二国間取決めがされている場合には、送出国政府が外

国の送出機関の適格性を個別に審査することとなりますので、送出国政府から認定を

受けている外国の送出機関（外国政府認定送出機関）であれば、規則第２５条におい

て定められている要件に適合しているものとみなします。取決めに基づく制度に移行次

第、順次、外国政府認定送出機関については、機構のＨＰ等でも公表していくこととし

ています。

【確認対象の書類】

・ 監理団体許可申請書（省令様式第 11 号）

・ 申請者の誓約書（参考様式第２-２号）

・ 外国の送出機関との契約書の写し

＜二国間取決めがされていない場合＞

・ 外国の送出機関の概要書（参考様式第２-９号）

・ 外国の送出機関の事業所が所在する国又は地域において登記・登録等がされていることを

証する公的な資料

・ 送出国の技能実習制度関係法令及びその日本語訳

＊ 関係部分のみ添付することとし、その他の部分は添付することを要しない。

・ 送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有す

ることを証する書類

＊ 送出国の法令により許可を受ける等により事業を行うことが認められる場合には、その

許可証等の写し。

・ 外国の送出機関が徴収する費用明細書（参考様式第２-10 号）

・ 監理団体の許可に関する外国の送出機関の誓約書（参考様式第２-11 号）

・ 外国の送出機関の推薦状（参考様式第２-12 号）

＜二国間取決めがされている場合＞

・ 外国政府認定送出機関の認定証の写し（外国政府発行）

【留意事項】
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○ 「外国の送出機関」と「取次送出機関」の関係について

・ 「外国の送出機関」は、規則第２５条において定められている要件に適合している機関一

般を指し、主に監理団体の許可の際に用いられる概念です。「取次送出機関」は、外国の

送出機関であって団体監理型技能実習の申込みを本邦の監理団体に実際に取り次ぐも

のをいい、個別具体的な技能実習計画の認定の際に用いられる概念です。

第７ 優良な監理団体に関するもの

【関係規定】

（許可の基準等）

法第２５条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が

次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

七 第二十三条第一項の許可の申請が一般監理事業に係るものである場合は、申請者が団体

監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす

ものとして主務省令で定める基準に適合していること。

（一般監理事業の許可に係る基準）

規則第３１条 法第二十五条第一項第七号（法第三十二条第二項において準用する場合を含

む。）の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、団体監理型技能実習

の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであ

ることとする。

  一 団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況

  二 実習監理する団体監理型技能実習における技能等の修得等に係る実績

  三 出入国又は労働に関する法令への違反、団体監理型技能実習生の行方不明者の発生そ

の他の問題の発生状況

  四 団体監理型技能実習生からの相談に応じることその他の団体監理型技能実習生に対する

保護及び支援の体制及び実施状況

  五 団体監理型技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況

○ 優良な監理団体の基準については、規則第３１条において、同条第１号から第５号

までに掲げる事項を総合的に評価して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その

他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとすると

されています。

○ その運用に当たっては、下記の表で６割以上の点数（１２０点満点で７２点以上）を獲

得した場合に、「優良」であると判断することとされています。
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○ なお、下記①のⅢ（斜体字部分）については、講習の整備から 1 年後である平成３１

年４月１日から評価項目としてカウントするものとします。

項目 配点

①団体

監理型

技能実

習の実

施状況

の監査

その他

の業務

を行う

体制

【最大50点】

＊ 平成 31 年 4 月 1 日から配点に含める

Ⅰ 監理団体が行う定期の監査について、その実

施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、

監査を担当する職員に周知していること。

・有 ： ５点

Ⅱ 監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理

を行う実習実施者の比率

・１：５未満 ： 15点

・１：10未満 ： 7点

Ⅲ 直近過去３年以内の監理責任者以外の監理団

体の職員（監査を担当する者に限る。）の講習受

講歴

・60％以上 ： 10点

・50％以上60％未満 ： ５点

Ⅳ 実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導

員、生活指導員等に対し、毎年、研修の実施、

マニュアルの配布などの支援を行っていること

・有 ： ５点

Ⅴ 帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に

協力すること。

・有 ： ５点

Ⅵ 技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役

職員が送出国での事前面接をしていること。

・有 ： ５点

Ⅶ 帰国後の技能実習生に関し、送出機関と連携

して、就職先の把握を行っていること。

・有 ： ５点

②技能

等の修

得等に

係る実

績

【最大40点】

Ⅰ 過去３年間の基礎級程度の技能検定等の学科

試験及び実技試験の合格率（旧制度の基礎２級

程度の合格率を含む。）

・95％以上：10点

・80％以上95％未満：5点

・75％以上80％未満：0点

・75％未満：－10点

Ⅱ 過去３年間の２・３級程度の技能検定等の実

技試験の合格率

＊ 計算方法は実習実施者の①Ⅱと同じ

＊ 施行後 3 年間については、Ⅱに代えて、Ⅱ

－２(1)及び(2)で評価することも可能とす

・80％以上：20点

・70％以上80％未満：15点

・60％以上70％未満：10点

・50％以上60％未満：0点

・50％未満：－20点
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る。

Ⅱ－２(1) 直近過去３年間の３級程度の技能検

定等の実技試験の合格実績

・２以上の実習実施者から合格

者を輩出：15点

・１の実習実施者から合格者を

輩出：10点

・上記以外：－15点

Ⅱ－２(2) 直近過去３年間の２級程度の技能検

定等の実技試験の合格実績

・2 以上の実習実施者から合格

者を輩出：5点

・1 の実習実施者から合格者を

輩出：3点

Ⅲ 直近過去３年間の２・３級程度の技能検定等

の学科試験の合格実績

＊２級、３級で分けず、合格人数の合計で評価

・2 以上の実習実施者から合格

者を輩出：5点

・1 の実習実施者から合格者を

輩出：3点

Ⅳ 技能検定等の実施への協力

＊ 傘下の実習実施者が、技能検定委員（技能

検定における学科試験及び実技試験の問題の

作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場

での指導監督などを職務として行う者）又は

技能実習評価試験において技能検定委員に相

当する者を社員等の中から輩出している場合

や、実技試験の実施に必要とされる機材・設

備等の貸与等を行っている場合を想定

・1 以上の実習実施者から協力

有：5点

③法令

違反・

問題の

発生状

況

【最大5点】

Ⅰ 直近過去３年以内に改善命令を受けたことが

あること（旧制度の改善命令相当の行政指導を

含む。）

・改善未実施 ： －50点

・改善実施 ： －30点

Ⅱ 直近過去３年以内における失踪がゼロ又は失

踪の割合が低いこと（旧制度を含む。）

・ゼロ ： ５点

・10%未満又は１人以下 ： 0点

・20%未満又は２人以下：-５点

・20%以上又は３人以上：-10点

Ⅲ 直近過去３年以内に責めによるべき失踪があ

ること（旧制度を含む。）

・該当 ： －50点

Ⅳ 直近過去３年以内に傘下の実習実施者に不正

行為があること（監理団体が不正を発見して機

・計画認定取消し（実習監理す

る実習実施者の数に対する認
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構（旧制度では地方入国管理局）に報告した場

合を除く。）

定を取り消された実習実施者

（旧制度で認定取消し相当の

行政指導を受けた者を含む。）

の数の割合）

15％以上    -10点

10％以上15％未満 -７点

５％以上10％未満  -５点

０％を超え５％未満 -３点

・改善命令（実習監理する実習

実施者の数に対する改善命令

を受けた実習実施者（旧制度

で改善命令相当の行政指導を

受けた者を含む。）の数の割

合）

15％以上    -５点

10％以上15％未満  -４点

５％以上10％未満  -３点

０％を超え５％未満 -２点

④ 相

談・支

援体制

【最大15点】

Ⅰ 機構・監理団体が実施する母国語相談・支援

の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定

し、関係職員に周知していること

・有 ： ５点

Ⅱ 技能実習の継続が困難となった技能実習生

（他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を

行っていた者に限る。）に引き続き技能実習を行

う機会を与えるための受入れに協力する旨の機

構への登録を行っていること。

・有 ： ５点

Ⅲ 直近過去３年以内に、技能実習の継続が困難

となった技能実習生（他の監理団体傘下の実習

実施者で技能実習を行っていた者に限る。）に引

き続き技能実習を行う機会を与えるために、当

該技能実習生の受入れを行ったこと（旧制度下

における受入れを含む。）

・有 ： ５点

⑤地域

社会と

の共生

【最大10点】

Ⅰ 受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習

の支援を行っている実習実施者を支援している

・有 ： 4点
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こと

Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジして

いる実習実施者を支援していること

・有 ： 3点

Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実

習実施者を支援していること

・有 ： 3点

（１） 技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制に関するもの

○ 監理団体が行う定期の監査は、監理団体内部の複数の役職員が担当するものです

が、その実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、監査を担当する職員に周知

することは、監査の適正な実施に資するものであることから、配点を設け、マニュアル

等の策定を推奨しています。

○ また、監理事業に関与する常勤の役職員に比して、実習監理を行う実習実施者が

多くなっている場合、実習監理を適正に行うことが難しくなってくることから、監理事業

に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率が１：５未満であるなど、

その比率が低い場合に、一定の配点を設けています。

○ 監理団体については、監理責任者以外の職員に対しては、監理責任者等講習（第８

章の主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習）の受講は義務付けられてい

ないものの、監査を指揮する監理責任者以外の職員についても、技能実習の適正な

実施及び技能実習生の保護の観点から、当該講習の受講は効果的であることから、

受講した場合に優良な監理団体の要件の加点要素とすることで、これを推奨するもの

です。

なお、当該項目については、平成31年4月1日から配点を計算に含め評価を行い

ます。

また、「直近過去３年以内」とは、申請時を起点として遡った３年間における講習の

受講実績を指します。直近３技能実習事業年度の受講実績ではありません。

○ この他、以下の事項についても、監理団体が業務として行うことが、技能実習の適正

な実施及び技能実習生の保護に資するものであることから、加点要素とすることで、推

奨をするものです。

① 実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等に対し、毎年、

研修の実施、マニュアルの配布などの支援を行っていること

② 帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること
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③ 技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送出国での事前面接をして

いること

④ 帰国後技能実習生に関し、送出機関と連携して、就職先の把握を行っていること

①に関し研修の実施、マニュアルの配布などの支援については、傘下の実習実施

者の全てに対して支援を行うことが求められます。

②に関し「帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること」については、

フォローアップ調査への協力依頼が仮に当該監理団体に届いた際に適切に協力する

ことを約することを求める趣旨ですが、実際にフォローアップ調査への協力依頼があ

った場合には、実際に協力していただく必要があります（対象となる技能実習生への

調査表の配布を怠る等、協力が得られていないことが明らかな場合には加点されま

せん。）。

③に関し全ての技能実習生のあっせんに際して事前面接を行うことまでが必要な

訳ではありませんが、少なくとも年に１回は送出国での事前面接を行っていることが求

められます。

④に関し全ての帰国後技能実習生に関して就職先を把握していることまでが必要

な訳ではありませんが、少なくとも全ての送出機関と連携して就職先の把握の取組み

を行っていることが求められます。

【確認対象の書類】

・ 優良要件適合申告書（参考様式第２-１４号）

・ 優良要件適合申告書・別紙１（参考様式第２-１４号別紙１）

   ＊ 監理責任者以外の職員に講習受講者があり、加点要素として申告する場合

・ 講習受講者全員の受講証明書の写し

   ＊ 監理責任者以外の職員に講習受講者があり、加点要素として申告する場合

（２） 技能等の修得等に係る実績に関するもの

○ 監理団体が実習監理を行った技能実習における技能等の修得等に係る実績につい

て、優良な監理団体の要件の評価項目としています。これは、技能等の修得等を実

際に行わせるのは、傘下の実習実施者ですが、監理団体が技能実習を適正に実習

監理することが、技能等の修得等に係る実績につながるという考え方によるものです。

○ 具体的な評価項目の考え方は、優良な実習実施者に関するものの（１）技能等の修

得等に係る実績に関するもの（Ｐ９７）を御参照ください。

【確認対象の書類】

・ 優良要件適合申告書（参考様式第２-１４号）

・ 優良要件適合申告書・別紙２（参考様式第２-１４号別紙２）
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・ 優良要件適合申告書・別紙３（参考様式第２-１４号別紙３）

（３） 法令違反・問題の発生状況に関するもの

○ 「直近過去３年以内に改善命令を受けたことがあること（旧制度の改善命令相当の

行政指導を含む。）」については、改善命令を受けたことのある者には、法令違反の実

績があることから大幅な減点を行うものです。以下について留意することが必要です。

① 「直近過去３年以内」とは、申請時を起点として遡った３年間を指します。直近３技

能実習事業年度ではありません。

② 旧制度の改善命令相当の行政指導とは、以下のものを指します。

・ 地方入国管理局からいわゆる「不正行為の通知」を受け、技能実習生の受入れを

一定期間認めない旨の指導を受けていたもの（この起算点は、不正行為を行った

時点ではなく、「不正行為の通知」を受け取った日です。）

・ 上記のほか、旧制度の監理団体としての活動に関し、地方入国管理局から個別

に「旧制度の改善命令相当の行政指導」に当たる旨の通知を受けたもの（この起

算点は、当該通知内に記載されます。）

○ 「直近過去３年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと（旧制度を含

む。）」については、失踪がゼロ又は失踪の割合が低いことを優良な監理団体の要件の

加点要素とすることにより、失踪防止に関し積極的な配慮を行う監理団体となることを

推奨するものです。以下について留意することが必要です。

① 「直近過去３年以内」とは、申請時を起点として遡った３年間を指します。直近３技

能実習事業年度ではありません。

② 次の分子分母によります。

  ・ 分子 ： 過去３年以内の失踪者数

  ・ 分母 ： 過去３年以内において新たに受入れを開始した技能実習生の総数

③ 「10%未満又は１人以下」、「20%未満又は２人以下」又は「20%以上又は３人以上」

の区分については、一律に失踪の割合だけで評価した場合には小規模な監理団体

では少数の失踪者が発生しただけでも大きな減点となってしまうことに配慮して失踪

者数による評価を可能としたものです。失踪の割合よりも失踪者数により評価した方

が申請者に有利な場合には失踪者数により評価を行うこととなります。

○ 「直近過去３年以内に責めによるべき失踪があること（旧制度を含む。）」については、

責めによるべき失踪を発生させたことのある者は、技能実習を適正に実施する能力が

乏しいと考えられることから、大幅な減点を行うものです。以下について留意することが

必要です。

① 「直近過去３年以内」とは、申請時を起点として遡った３年間を指します。直近３技
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能実習事業年度ではありません。

② 責めによるべき失踪であるか否かは個別具体的な判断となりますが、例えば、技能

実習生に対して劣悪な環境下での業務を強制する、技能実習生に対する暴行等を

図る等の事情により失踪が発生したと考えられる場合には、帰責性があると判断さ

れることになります。

○ 「直近過去３年以内に傘下の実習実施者に不正行為があること（監理団体が不正を

発見して機構（旧制度では地方入国管理局）に報告した場合を除く。）」については、傘

下の実習実施者が不正行為を行った場合には、技能実習を適正に監理できていなか

ったと考えられることから、その割合に応じて減点を行うものです。以下について留意す

ることが必要です。

① 「直近過去３年以内」とは、申請時を起点として遡った３年間を指します。直近３技

能実習事業年度ではありません。

② 次の分子分母によります。

  ・ 分子 ： 過去３年以内に技能実習計画の認定の取消し又は改善命令を受けた傘

下の実習実施者の数

  ・ 分母 ： 過去３年以内において実習監理を行った実習実施者の総数

③ 旧制度の認定取消し相当の行政指導とは、以下のものを指します。

・ 地方入国管理局からいわゆる「不正行為の通知」を受け、技能実習生の受入れを

一定期間認めない旨の指導を受けていたもの（この起算点は、不正行為を行った

時点ではなく、「不正行為の通知」を受け取った日です。）

④ 旧制度の改善命令相当の行政指導とは、③のほか、以下のものを指します。

・ 旧制度の実習実施機関としての活動に関し、地方入国管理局から個別に「旧制

度の改善命令相当の行政指導」に当たる旨の通知を受けたもの（この起算点は、

当該通知内に記載されます。）

【確認対象の書類】

・ 優良要件適合申告書（参考様式第２-１４号）

（４） 相談・支援体制に関するもの

○ 「機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュア

ル等を策定し、関係職員に周知していること」については、監理団体に技能実習生から

相談があった際に速やかに機構や監理団体で実施している母国語相談の窓口を紹介

したりできるよう、その手順をあらかじめ定めて関係職員に周知しておくことを求めるもの

です。マニュアル等の内容は、その分量にかかわらず、技能実習生から相談を受けた

際に適切に対応できるよう母国語相談・支援の実施方法や手順が具体的に記載され
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たものである必要があります。

○ 「技能実習の継続が困難となった技能実習生（他の監理団体傘下の実習実施者で

技能実習を行っていた者に限る。）に引き続き技能実習を行う機会を与えるための受

入れに協力する旨の機構への登録を行っていること。」については、他の実習実施者

の事業上・経営上の都合等やむを得ない事情により技能実習の継続が困難となった

技能実習生に引き続き技能実習の機会を与えるため、受入れに協力する旨の機構へ

の登録を現に行っていることを推奨するものです。

申請時点において機構が登録の受付を開始していない場合には、登録の受付の開

始後速やかに登録を行うことを約することで差し支えありません。

○ 「直近過去３年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生（他の監理団体

傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。）に引き続き技能実習を行う機

会を与えるために、当該技能実習生の受入れを行ったこと（旧制度下における受入れ

を含む。）」については、他の実習実施者の事業上・経営上の都合等やむを得ない事

情により技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習の機会を与

えるため、他の監理団体から技能実習生を引き受けて技能実習を行わせることは技

能実習生の保護にも資することから、これを推奨するものです。受け入れた技能実習

生が１名でもいれば、この要件に適合します。「直近過去３年以内」とは、申請時を起

点として遡った３年間を指します。

【確認対象の書類】

・ 優良要件適合申告書（参考様式第２-１４号）

（５） 地域社会との共生に関するもの

○ 技能実習生と地域社会との共生を図る取組みを行うことは、一義的には技能実習生

に実習を行わせる実習実施者に求められるものですが、監理団体が技能実習生と地

域社会との共生を図る取組みを行っている実習実施者を支援することも重要であるた

め、優良な監理団体の要件の加点要素とすることで、これを推奨するものです。

○ 具体的な評価項目の考え方は、優良な実習実施者に関するものの（６）地域社会と

の共生に関するもの（Ｐ１０３）を御参照ください。

【確認対象の書類】

・ 優良要件適合申告書（参考様式第２-１４号）

203



第８ 監理事業を適正に遂行することができる能力を有することに関するもの

【関係規定】

（許可の基準等）

法第２５条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が

次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

八 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有

するものであること。

（１） 許可を受けた後に監理事業を適正に遂行する能力に関するもの

○ 監理団体は、許可を受けた後に、技能実習法の関係法令に従って、監理事業を適

正に遂行することができる能力を有し続けなければなりません。

① 監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示した上

で徴収すべきこと（法第２８条、Ｐ２１９参照）

② 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと（法第３８条、Ｐ２

４３参照）

③ 適切な監理責任者を事業所ごとに選任すべきこと（法第４０条、Ｐ２４７参照）

といった事項は、監理団体が、技能実習法の関係法令に従って監理事業を遂行する

に当たって必要不可欠な事項であるため、許可を受ける段階から、これらの事項につ

いて、適切に遂行する意思があることを確認することとなります。

【確認対象の書類】

・ 監理団体許可申請書（省令様式第１１号）

・ 監理事業計画書（省令様式第１２号）

・ 申請者の誓約書（参考様式第２-２号）

・ 監理責任者の住民票の写し

・ 監理責任者の履歴書（参考様式第２-４号）

・ 監理責任者の就任承諾書及び誓約書（参考様式第２-５号）

・ 監理責任者の常勤性が確認できる書類（健康保険等の被保険者証など）

・ 監理責任者に対する講習を修了したことを証明する書類

＊ 講習の実施体制が整備されるまでの間は提出不要

（２） 監理事業を行う事業所に関するもの

○ 監理事業を行う事業所について、所在地、構造、設備、面積等が、以下の要件を満

たしていることが、監理事業を適正に遂行する観点から求められます。
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① 所在地が適切であること

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122

号）で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど、監理事業の

運営に好ましくない場所にないこと。

例えば、同一の建物内に風俗店が存在している場合は、同建物全体の床面積の

過半数を風俗店が占めている、又は、同建物全体の店舗数の過半数を風俗店が

占めている場合には、風俗店が密集している場所と考えられます。

また、監理事業を行う事業所の建物と風俗店の建物が別である場合であっても、

監理事業を行う事業所の建物の両隣が双方ともに建物全体の店舗数の過半数を

風俗店が占めている建物である場合には、風俗店が密集している場所とみなされま

す。

② 事業所として適切であること

・ プライバシーを保護しつつ団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習

生等に対応することが可能であること。具体的には、個室の設置、パーティション等

での区分により、プライバシーを保護しつつ団体監理型実習実施者等又は団体監

理型技能実習生等に対応することが可能である構造を有すること。

   ただし、上記の構造を有することに代えて、以下の(a)又は(b)のいずれかによって

も、この要件を満たしているものと認めること。また、当分の間、以下の(c)によること

も認めること。

(a) 予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の団体監理型実習実施者等又は

団体監理型技能実習生等と同室にならずに対面で技能実習に関する職業紹

介を行うことができるような措置を講じること。

(b) 専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない技能実習に関する

職業紹介を行うこと。

(c) 事業所の面積がおおむね２０㎡以上であること。

・ 監理事業を行う事業所の名称（愛称等も含む。）が、利用者に機構その他公的機

関と誤認させるものでないこと。

【確認対象の書類】

・ 監理事業計画書（省令様式第 12 号）

・ 監理事業に関する資産の権利関係を証する書類（事業所に係る不動産の登記事項証明

書、賃貸借契約書の写し等）

（３） 適正な事業運営の確保に関するもの

○ 監理団体は、その存立目的、形態、規約等から認められる範囲で監理事業を行うも

のであることが求められます
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○ また、法の次の各条文の内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って

適正に運営されることが必要です。最低限盛り込む事項を示した規程の例を別紙⑤と

して示していますので、参考にしてください。なお、この規程は、個人情報の適正管理

及び秘密の保持に関する規程と一体のものとして差し支えないものです。

※ 第１条（目的）、第３条（基本理念）、第５条（監理団体等の責務）、第 27 条（職業

安定法の特例等（注））第 28 条（監理費）、第 38 条（名義貸しの禁止）、第 39 条

（認定計画に従った実習監理等）、第 40 条（監理責任者の設置等）、第 42 条（監

査報告等）及び第 43 条（個人情報の取扱い）。

（注） 読替え後の職業安定法第５条の３（労働条件の明示）、第５条の５（求人の申込

み）、第５条の６（求職の申込み）、第５条の７（紹介の原則）、第３２条の１２（取扱職

種の範囲等）及び第３４条において準用する第２０条（労働争議に対する不介入）が

該当。

○ さらに、団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、

次の要件を満たすものであることが必要です。

① 申請又は届出を行った外国の送出機関のみを利用し、それ以外のものを利用す

るものではないこと。

② 申請又は届出を行った国又は地域の技能実習生になろうとする者からの求職の

申込みの取次ぎのみを受けることとし、それ以外の国又は地域を取り扱うものではな

いこと。

③ 我が国の出入国又は労働に関する法令はもとより、送出国の出入国又は労働に

関する法令を遵守して活動するものであること。

④ 技能実習生等に対して渡航費用その他の費用を貸し付け、又は実習実施者等が

それらの費用を貸し付けた技能実習生等に対して、雇用関係の成立のあっせんを

行うものでないこと。

○ 以上で述べたもののほか、監理団体の役員や監理責任者としてふさわしくない者（例

えば、役員や監理責任者が外国人である場合に在留資格で認められている活動の範

囲を超えるときなど）がある場合などは、監理事業を適正に遂行することができる能力

を有するとは認められません。

【確認対象の書類】

・ 申請者の定款又は寄附行為の写し

・ 監理事業を行う事業所ごとの監理団体の業務の運営に係る規程の写し

・ 送出国において、申請者の活動が認められていることを証明する書類

＊ 外国の送出機関から取次ぎを受けない場合に限る。送出国において許可等を受けて活

動している場合には、その許可証等の写し
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第３節 許可の欠格事由（技能実習法第２６条）

監理団体の許可の欠格事由は、法第２６条及びその関係政令に定められています。

技能実習法を遵守することが期待できない者が、監理事業を行うことがないよう、監理

団体の許可には、欠格事由が設けられており、以下のいずれかに該当する者は、監理

団体の許可を受けることができません。

第１ 関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由

【関係規定】

  （許可の欠格事由）

法第２６条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができ

ない。

  一 第十条第二号、第四号又は第十二号に該当する者

  二～四 （略）

  五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

    イ 第十条第一号、第三号、第五号、第九号又は第十号に該当する者

    ロ 第一号（第十条第十二号に係る部分を除く。）又は前号に該当する者

    ハ・ニ （略）

  六 （略）

（認定の欠格事由）

法第１０条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起

算して五年を経過しない者

  二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定（第四号に規定する規定を

除く。）であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しな

い者

  三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）の規定

（同法第五十条（第二号に係る部分に限る。）及び第五十二条の規定を除く。）により、又は刑

法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の

二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律

（大正十五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

  四 健康保険法（大正十一年法律第七十号）第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百

十四条第一項、船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第百五十六条、第百五十九条
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若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）第五十

一条前段若しくは第五十四条第一項（同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。）、厚

生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第百二条、第百三条の二若しくは第百四条

第一項（同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。）、労働保険の保険料

の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）第四十六条前段若しくは第四十八

条第一項（同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。）又は雇用保険法（昭和四十九

年法律第百十六号）第八十三条若しくは第八十六条（同法第八十三条の規定に係る部分に

限る。）の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なった日から起算して五年を経過しない者

（法第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの）

政令第１条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（以下「法」と

いう。）第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次

のとおりとする。

  一 労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条（船員職業安定法（昭和二十三

年法律第百三十号）第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派

遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」とい

う。）第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。）、第百十八条第一項（労働基

準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。）、第百十九条（同法第十六条、第

十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。）及び第百二十条（同

法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定

並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定

  二 船員法（昭和二十二年法律第百号）第百二十九条（同法第八十五条第一項の規定に係る

部分に限る。）、第百三十条（同法第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十

五条及び第六十六条（同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三

第四項において準用する場合を含む。）の規定に係る部分に限る。）及び第百三十一条（第

一号（同法第五十三条第一項及び第二項、第五十四条、第五十六条並びに第五十八条第

一項の規定に係る部分に限る。）及び第三号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定

に係る同法第百三十五条第一項の規定（これらの規定が船員職業安定法第九十二条第一

項の規定により適用される場合を含む。）

  三 職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第六十三条、第六十四条、第六十五条

（第一号を除く

    。）及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定

  四 船員職業安定法第百十一条から第百十五条までの規定

  五 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第七十一条の三、第七

十一条の四、第七十三条の二、第七十三条の四から第七十四条の六の三まで、第七十四

条の八及び第七十六条の二の規定
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  六 最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四十条の規定及び同条の規定に係る

同法第四十二条の規定

  七 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法

律（昭和四十一年法律第百三十二号）第四十条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定

及び当該規定に係る同条第二項の規定

  八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第四十九条、

第五十条及び第五十一条（第二号及び第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同

法第五十二条の規定

  九 賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十八条の規定及び

同条の規定に係る同法第二十条の規定

  十 労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定

  十一 港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）第四十八条、第四十九条（第一号を除く。）

及び第五十一条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る

同法第五十二条の規定

  十二 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改

善の促進に関する法律（平成三年法律第五十七号）第十九条、第二十条及び第二十一条

（第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定

  十三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年

法律第七十六号）第六十二条から第六十五条までの規定

  十四 林業労働力の確保の促進に関する法律（平成八年法律第四十五号）第三十二条、第三

十三条及び第三十四条（第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条

の規定

  十五 労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第

百十九条及び第百二十一条の規定、船員職業安定法第八十九条第七項の規定により適用

される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定並びに労働者派遣法第四十五条

第七項の規定により適用される労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第百十九

条及び第百二十二条の規定

○ 関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由としては、以下のいずれかに該当

する場合が想定されています。

① この法律その他出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者

がある場合（法第２６条第１号（法第１０条第２号）・政令第１条）

② 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑

に処せられた者がある場合（法第２６条第１号（法第１０条第４号））

③ 役員のうちに禁錮以上の刑に処せられた者がある場合（法第２６条第５号イ（法第

１０条第１号））
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④ 役員のうちに暴力団関係法、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者がある場合

（法第２６条第５号イ（法第１０条第３号））

○ いずれも、「刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日

から５年を経過しない者」がその対象となります。

【確認対象の書類】

・ 監理団体許可申請書（省令様式第１１号）

・ 登記事項証明書、役員の住民票の写し

＊ 未成年者がある場合で、法定代理人があるときは当該法定代理人分も含む。

【留意事項】

○ 住民票の写しについて

   マイナンバーの記載のないものの提出が必要です。また、日本人の場合には、本籍の記載

があるものの提出が必要となります。外国人（特別永住者を除く。）の場合は、国籍（国又は地

域）、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カード番号が記載されたもの、特別

永住者の場合は、特別永住者である旨、特別永住者証明書の番号が記載されたものに限ら

れます。

○ 監理事業に直接的に関与しない役員に係る住民票の写しについて

役員の方は、住民票の写しを提出していただくことが原則ですが、監理事業に直接的に関

与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、誓約書（監理事業に直接的に関

与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者ではない旨について申請

者が確認し、誓約したもの。参考様式第 2-18 号参照。）の提出で代替可能です。

ただし、誓約書を提出した役員が、その後の調査において、実際は監理事業に直

接的に関与していたことが判明した場合や、欠格事由に該当していたことが判明した

場合には、監理団体の許可の取消し等がなされることとなりますので御注意願いま

す。また、個別の審査の過程において、追加で住民票の写しの提出をお願いする場

合もあります。

第２ 技能実習法による処分等を受けたこと等による欠格事由

【関係規定】

  （許可の欠格事由）

法第２６条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができ

ない。

  一 （略）

  二 第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年

を経過しない者
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  三 第三十七条第一項の規定による監理許可の取消しの処分に係る行政手続法（平成五年法

律第八十八号）第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をし

ないことを決定する日までの間に、第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出

をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算

して五年を経過しないもの

  四 第二十三条第一項の許可の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し

不正又は著しく不当な行為をした者

  五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

    イ （略）

    ロ 第一号（第十条第十二号に係る部分を除く。）又は前号に該当する者

    ハ 第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合（同項第二号の規定により

監理許可を取り消された場合については、第一号（第十条第十二号に係る部分を除く。）に

該当する者となったことによる場合に限る。）において、当該取消しの処分を受ける原因とな

った事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日

から起算して五年を経過しないもの

    ニ 第三号に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をし

た場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出をした者（当該事業の廃止に

ついて相当の理由がある者を除く。）の役員であった者で、当該届出の日から起算して五年

を経過しないもの

  六 （略）

○ 技能実習法による処分等を受けたこと等による欠格事由としては、以下のいずれか

に該当する者が想定されています。

① 監理団体の許可を取り消された日から５年を経過しない者（取り消された者の役員

であった者を含む。）等（法第２６条第２号、第３号及び第５号ハ・ニ）

② 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者（法第２

６条第４号及び第５号ロ）

○ 「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者」（法第

26条第４号）については、以下に規定するもののほか、個別具体的な事案の重大性に

応じて該当性が判断されることとなります。

① 出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為

ア 法施行前の技能実習における「不正行為」として、技能実習の適正な実施を妨げ

るものと認められる旨の通知を受けている者（不正行為が終了した日後、法務省令

に規定されていた受入れ停止期間が経過していないものに限る。）

なお、申請者が法人である場合にあっては、当該法人の役員が、法施行前の技
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能実習における「不正行為」として、技能実習の適正な実施を妨げるものと認められ

る旨の通知を受けている監理団体又は実習実施機関の法人の役員（当該「不正行

為」があった期間又は時点の役員である場合に限る。）も含む。

イ 入管法第 73 条の２第１項各号の規定する行為（以下「不法就労助長行為」とい

う。）に及んだ者

ウ 事業活動に関し外国人に不正に入管法第３章第１節若しくは第２節の規定による

証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第４節の規定による上陸の許

可若しくは同法第４章第１節若しくは第２節若しくは第５章第３節の規定による許可

を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若

しくは図画を行使し､又は提供する行為（以下「偽変造文書行使等」という。）に及ん

だ者

   

②労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

ア 労働基準関係法令で送検され、かつ、刑罰（法第 10 条第２号及び第４号に規定

されている罰金刑は除く。）が確定された者

※「申請の日前５年以内」に該当するか否かは、当該刑罰に係る行為時で判断するこ

ととし、刑罰の対象となった違反が技能実習生に係る違反か否かにはよりません。

【確認対象の書類】

・ 監理団体許可申請書（省令様式第１１号）

・ 登記事項証明書、役員の住民票の写し

＊ 未成年者がある場合で、法定代理人があるときは当該法定代理人分も含む。

【留意事項】

○ 欠格事由の対象となる役員について

法人の役員に形式上なっている者のみならず、実態上法人に対して強い支配力を有する

と認められる者についても対象となります。具体的には、業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問

わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上

の支配力を有するものと認められる者のことを指します。

第３ 申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由
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【関係規定】

  （許可の欠格事由）

法第２６条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができ

ない。

  一～四 （略）

  五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

    イ 第十条第一号、第三号、第五号、第九号又は第十号に該当する者

    ロ～ニ （略）

  六 （略）

（認定の欠格事由）

法第１０条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。

五 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前

各号又は次号のいずれかに該当するもの

○ 申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由としては、役員のうち

に以下のいずれかに該当する者がある場合が想定されています。

① 行為能力に制限がある者（成年被後見人、被保佐人、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者）（法第２６条第５号イ（法第１０条第５号））

② 未成年の法定代理人で欠格事由に該当する者（法第２６条第５号イ（法第１０条

第１０号））

【確認対象の書類】

・ 監理団体許可申請書（省令様式第１１号）

・ 役員の住民票の写し

＊ 未成年者がある場合で、法定代理人があるときは当該法定代理人分も含む。

第４ 暴力団排除の観点からの欠格事由

【関係規定】

  （許可の欠格事由）

法第２６条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができ

ない。

  一 第十条第二号、第四号又は第十二号に該当する者

  二～四 （略）

  五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

    イ 第十条第一号、第三号、第五号、第九号又は第十号に該当する者
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    ロ～ニ （略）

  六 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

（認定の欠格事由）

法第１０条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。

九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員（以

下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

（第十二号及び第二十六条第六号において「暴力団員等」という。）

十二 暴力団員等がその事業活動を支配する者

○ 暴力団排除の観点からの欠格事由としては、以下のいずれかに該当する者が想定さ

れています。

① 暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者）

（法第２６条第５号イ（法第１０条第９号））

② 暴力団員等がその事業活動を支配する者（法第２６条第１号（法第１０条第１２

号））

③ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれ

のある者（法第２６条第６号）

【確認対象の書類】

・ 監理団体許可申請書（省令様式第１１号）

・ 登記事項証明書、役員の住民票の写し

＊ 未成年者がある場合で、法定代理人があるときは当該法定代理人分も含む。
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第４節 職業安定法の特例等（技能実習法第２７条）

【関係規定】

（職業安定法の特例等）

法第２７条 監理団体は、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十条第一項及び

第三十三条第一項の規定にかかわらず、技能実習職業紹介事業（監理団体の実習監理を受

ける団体監理型実習実施者等のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理

型技能実習生等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間に

おける技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。以下この

条において同じ。）を行うことができる。

２ 監理団体が行う技能実習職業紹介事業に関しては、監理団体を職業安定法第四条第九項に

規定する職業紹介事業者、同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者若し

くは同法第三十三条第一項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第二条

に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の五から

第五条の七まで、第三十二条の十二及び第三十二条の十三（これらの規定を同法第三十三条

第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条の五から第三十四条まで、第四十八条並

びに第四十八条の三第二項及び第三項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用

の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二章の規定を適用する。この場合において、職

業安定法第五条の三第三項及び第四項、第三十二条の十三（同法第三十三条第四項におい

て準用する場合を含む。）並びに第三十三条の六の規定中「厚生労働省令」とあるのは「主務省

令」と、同法第三十二条の十二第一項及び第三項（これらの規定を同法第三十三条第四項に

おいて準用する場合を含む。）、第三十三条の六、第四十八条並びに第四十八条の三第二項

及び第三項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実

等に関する法律第十一条及び第十二条第一項の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大

臣」とする。

３ 前項において読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項（同法第三十三条第

四項において準用する場合を含む。）の規定による届出の受理に係る事務については、第十八

条の規定を準用する。

４ 前三項に定めるもののほか、技能実習職業紹介事業に関し必要な事項は、主務省令で定め

る。
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（労働条件等の明示）

規則第３２条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法（昭和二十二

年法律第百四十一号）第五条の三第三項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用す

る職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、

労働時間その他の労働条件（以下「従事すべき業務の内容等」という。）の範囲内で従事す

べき業務の内容等を特定する場合

二 団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用す

る職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除

する場合

三 従事すべき業務の内容等を追加する場合

２ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第三項の主務

省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等

二 前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等

三 前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等

３ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務

省令で定める事項は、次のとおりとする。

  一 団体監理型技能実習生等が従事すべき業務の内容に関する事項

  二 労働契約の期間に関する事項

  三 就業の場所に関する事項

  四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事

項

  五 賃金（臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則（昭和二十二年厚生省令第

二十三号）第八条各号に掲げる賃金を除く。）の額に関する事項

  六 健康保険法（大正十一年法律第七十号）による健康保険、厚生年金保険法（昭和二十九

年法律第百十五号）による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険

及び雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）による雇用保険の適用に関する事項

七 団体監理型技能実習生等を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項

４ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務

省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項（以下この項及び次項において「明示事項」とい

う。）が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、技能実習職業紹介（監理団体の実習

監理を受ける団体監理型実習実施者等（団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を

行わせようとする者をいう。以下同じ。）のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団

体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者と

の間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。）の実施に
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ついて緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示

事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

  一 書面の交付の方法

  二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者（明示事項を前号の方法により明示する場

合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この条及び第三十五条第三項において

同じ。）が希望した場合における当該方法

イ ファクシミリを利用してする送信の方法

ロ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気

通信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通

信をいう。以下「電子メール等」という。）の送信の方法（当該書面被交付者が当該電子メー

ル等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

５ 前項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファ

クシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被

交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書

面被交付者に到達したものとみなす。

６ 団体監理型実習実施者等は、団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規

定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべ

き業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日（当該明示

に係る技能実習職業紹介が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者

にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日）までの間保存しなければならない。

  （求人の申込みを受理しない場合）

規則第３３条 監理団体が、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法

第五条の五ただし書の規定により技能実習職業紹介に関する求人の申込みを受理しないとき

は、団体監理型実習実施者等に対し、その理由を説明しなければならない。

  （取扱職種の範囲等の届出等）

規則第３４条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の

十二第一項（同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定による届出は、法

第二十三条第二項の申請又は法第三十二条第三項の規定による届出と併せて、別記様式第

十一号又は別記様式第十七号により行うものとする。

２ 法務大臣及び厚生労働大臣は、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業

安定法第三十二条の十二第三項（同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の

規定により、監理団体に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令するときは、別記様式第十三号

により通知するものとする。

  （取扱職種の範囲等の明示等）

規則第３５条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の

十三（同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める事項は、団
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体監理型実習実施者等の情報（技能実習職業紹介に係るものに限る。）及び団体監理型技能

実習生等の個人情報の取扱いに関する事項とする。

２ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十三（同法

第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定による明示は、技能実習職業紹介

に関する求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第三十二条第四項各号の

いずれかの方法により行わなければならない。ただし、技能実習職業紹介の実施について緊急

の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき

事項（次項において「明示事項」という。）をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したと

きは、この限りでない。

３ 第三十二条第四項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の

使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示

は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、そ

れぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。  

（主務大臣の指導等）

規則第３６条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条の

六の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面により行うもの

とする。

○ 技能実習法は、技能実習生の職業紹介からその後の技能実習の監理まで一貫して

同一の団体において行うことが望ましいとの観点から、実習実施者等と技能実習生等

との間における雇用関係の成立のあっせんと実習実施者に対する技能実習の実施に

関する監理を一貫して業として行う事業を監理事業として定義し、監理団体の許可制

としています。

○ このため、監理団体の許可を受けなければ、監理事業を行うことができないこととさ

れ、職業安定法上の許可を受け又は届出をしただけでは、技能実習に関する雇用関

係の成立のあっせんを行うことはできません。

○ 技能実習生を受け入れようとする場合には、監理団体の許可を受けた後に実習実

施者等と技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんを行うようにする必

要があります。

○ また、監理団体の許可を受けていたとしても、職業安定法上の許可を受け又は届出

を行っていない場合には、技能実習関係以外の日本人等の雇用関係の成立のあっせ

んを行うことはできません。
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○ なお、監理団体が行う技能実習職業紹介については、監理団体及び団体監理型実

習実施者等が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能

実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針（平成２９年法

務省・厚生労働省告示第２号）に具体的な留意点等を定めていますので、併せて御

参照ください。

【留意事項】

○ 取扱職種の範囲等の届出について

法第２７条第２項の規定により読み替えて適用する職業安定法第３２条の１２第１項の規

定により、監理団体は取扱職種の範囲等の届出を行わなければならないこととされています

が、その届出は、監理団体の許可の申請又は監理団体の許可の変更の届出の際に、これら

の手続と併せて行うこととしています。

○ 職業安定法上の許可又は届出の取扱いについて

技能実習法に基づく監理団体の許可を受けた場合には、法律上、技能実習に関する雇用

関係の成立のあっせんは、職業安定法上の許可を受け又は届出をしなくとも実施可能となり

ます。また、技能実習法の施行前に、技能実習に関する雇用関係の成立のあっせんのみを

目的に職業安定法上の許可を受け又は届出をしている場合は、職業安定法上の許可又は

届出については、日本人の職業紹介を別途行うといった事情が特段ない場合には、職業安

定法上の規定に基づき廃止届出を提出いただくことが可能となります。なお、廃止届出をしな

い場合には、職業安定法により職業紹介事業者に対して課されている義務（例：事業報告書

の提出）が、引き続き課されることになります。

○ 船員職業安定法上の許可の取扱いについて

技能実習法に基づく監理団体の許可を受けた場合においても、法律上、船員職業安定法

の特例は設けられていませんので、船員職業安定法上の許可は別途取得して頂くことが必

要です。これは、海上労働の特殊性（長期間の孤立性、陸上の支援・保障を受けられない自

己完結性、危険性、職住一致等）を有する船員の利益を確保するために、別途国土交通大

臣からの許可を得て頂くことを求めているものです。

第５節 監理費（技能実習法第２８条）

【関係規定】

（監理費）

法第２８条 監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生

等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。

２ 監理団体は、前項の規定にかかわらず、監理事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省

令で定める適正な種類及び額の監理費を団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金
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額を明示した上で徴収することができる。

（監理費）

規則第３７条 法第二十八条第二項の主務省令で定める適正な種類及び額は、次の表の上欄及

び中欄のとおりとし、監理費の徴収方法は同表の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に定め

るとおりとする。

種類 額 徴収方法

職業紹介

費

団体監理型実習実施者等と団体監理型

技能実習生等との間における雇用関係

の成立のあっせんに係る事務に要する費

用（募集及び選抜に要する人件費、交通

費、外国の送出機関へ支払う費用その

他の実費に限る。）の額を超えない額

団体監理型実習実施者等から求

人の申込みを受理した時以降に

当該団体監理型実習実施者等か

ら徴収する。

講習費（第

一号団体

監理型技

能実習に限

る。）

監理団体が実施する入国前講習及び入

国後講習に要する費用（監理団体が支

出する施設使用料、講師及び通訳人へ

の謝金、教材費、第一号団体監理型技

能実習生に支給する手当その他の実費

に限る。）の額を超えない額

入国前講習に要する費用にあっ

ては入国前講習の開始日以降

に、入国後講習に要する費用にあ

っては入国後講習の開始日以降

に、団体監理型実習実施者等か

ら徴収する。

監査指導

費

団体監理型技能実習の実施に関する監

理に要する費用（団体監理型実習実施

者に対する監査及び指導に要する人件

費、交通費その他の実費に限る。）の額

を超えない額

団体監理型技能実習生が団体監

理型実習実施者の事業所におい

て業務に従事し始めた時以降一

定期間ごとに当該団体監理型実

習実施者から徴収する。

その他諸経

費

その他技能実習の適正な実施及び技能

実習生の保護に資する費用（実費に限

る。）の額を超えない額

当該費用が必要となった時以降

に団体監理型実習実施者等から

徴収する。

○ 監理団体は、監理事業に通常要する経費等を勘案して規則第３７条で定められた

適正な種類及び額の監理費を実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した

上で徴収することができることとされており、それ以外の場合には、いかなる名義でも手

数料又は報酬を徴収することはできません。技能実習生等からは、直接的又は間接

的にも、負担を求めることはできません。

※ 技能実習生が外国の送出機関へ支払う手数料が、外国の送出機関を経由して

監理団体に流れている場合等は、監理団体が実質的に技能実習生から手数料を
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徴収しているとみなされるため、法第２８条第１項の規定に抵触することとなります。

○ 監理費の種類は、「職業紹介費」「講習費」「監査指導費」「その他諸経費」に規則第

３７条において区分されており、それぞれ同条に定める額及び徴収方法の監理費が認

められています。

○ 「職業紹介費」は、実習実施者等と技能実習生等との間における雇用関係の成立の

あっせんに係る事務に要する費用とされており、職業紹介費に含まれる費用としては

例えば以下のものが挙げられます。

① 募集及び選抜に要する人件費、交通費

・ 送出機関との連絡・協議に要する費用

・ 実習実施者との連絡・協議に要する費用

② 外国の送出機関へ支払う費用

・ 外国の送出機関が技能実習生を監理団体に取り次ぐに当たって要する費用（人

件費、事務諸経費等）

・ 実習実施者と技能実習生の雇用契約の成立に資する目的で取り次ぐ前に送出

機関が行った入国前講習に該当しない日本語学習・日本在留のための生活指

導等の事前講習に要する費用

・ 実習実施者と技能実習生の雇用契約の成立に資する目的で取り次ぐ前に送出

機関が行った技能実習生に対する健康診断の費用

  なお、外国の送出機関が、監理団体への取次ぎを行うに際して、外国において技能

実習生から手数料を徴収することもあり得ますが、一般論として、この手数料はあっせ

んに係るものには該当せず、職業紹介費に含まれるものではありません。

○ 「講習費」は、入国前講習及び入国後講習に要する費用が該当します。講習費に含

まれる費用としては、例えば、監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人へ

の謝金、教材費、講習手当等が挙げられます。

○ 「監査指導費」は、実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費等の

費用が該当します。

○ 「その他諸経費」としては、職業紹介費、講習費及び監査指導費に含まれない、技

能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用であり、例えば以下のもの

が挙げられます。

・ 技能実習生の渡航及び帰国に要する費用

・ 実習実施者及び技能実習生に対する相談、支援に要する費用（送出機関が日本
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に職員を派遣するなどして、技能実習生からの相談対応や支援等を行う場合、技

能実習生が事故に遭った場合の対応に要する費用を含む。）

・ 実習実施者の倒産等により技能実習が継続できなくなった場合の対応に要する費

用

・ その他職業紹介費、講習費及び監査指導費に含まれないもののうち、監理事業の

実施に要する費用（人件費、事務諸経費、会議等の管理的費用等）

○ 監理団体は、実習実施者から監理費を徴収した場合には、その収支を明らかにする

ために監理費管理簿（参考様式第４-５号）を監理事業を行う事業所ごとに作成し、そ

れぞれの事務所に備え置かなければなりません。

【留意事項】

○ 監理費の徴収時点について

監理費の徴収については、「求人の申込みを受理した時以降」「講習の開始日以降」といっ

た形で、実際に費用が発生した日以降に徴収する旨が規定されていますが、これは飽くまで

監理費として精算する時点を規定したものです。実習実施者等が事前に監理団体に一定の

金銭を預託しておき、費用が発生した時点で預託しておいた金銭から精算するという方法も

可能です。

○ 監理費の料金表の設定について

監理費の額については、職業紹介費、講習費、監査指導費及びその他諸経費のいずれの

種類についても、規則第３７条において実費に限る旨が規定されていますが、実費について

は決算等により事後的に確定する部分もあります。この場合に、実費の確定前に、実費に相

当する額が記載された監理費の料金表を定め、実習実施者等から事前に徴収することは差

し支えありません。

この場合、料金表に基づき徴収した監理費については、決算等の結果に基づき、実費とし

て適正なものであったかについて事後的な確認が必要となります。また、監理費の料金表に

ついても、実費としてふさわしい設定となっているか、不断に見直しを行うことが必要となりま

す。

○ 監理費が実費であることについて

  監理費の額については、職業紹介費、講習費、監査指導費及びその他諸経費のいずれの

種類においても、規則第39条において実費に限る旨の規定がされているため、それぞれにつ

いて、徴収額と支出額が一致することが原則であることに留意する必要があります。

○ 毎月定額を預託する場合の取扱いについて

  監理費の料金表に基づき実習実施者が事前に監理団体へ毎月定額を預託する場合につ

いても、監理費の種類ごとの徴収額を明確にしておく必要があります。

○ 監理費管理簿について

監理費管理簿は監理費の収支を明らかに作成いただくものですが、同時に事業報告書の
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「14 監理費徴収実績」部分を明らかにするものでもありますので、監理費管理簿の「対象期

間」は、事業報告書の「報告対象技能実習事業年度＜毎年４月１日に始まり翌年３月３１日

に終わるもの＞」と合わせることが望まれます。

第６節 許可証（技能実習法第２９条）

【関係規定】

（許可証）

法第２９条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可をしたときは、監理事業を行う事業所の数に

応じ、許可証を交付しなければならない。

２ 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、監理事業を行う事業所ごとに備え付けるととも

に、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

３ 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速や

かにその旨を主務大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

４ 主務大臣は、機構に、第一項の規定による交付又は前項の規定による再交付に係る事務を行

わせることができる。

５ 主務大臣は、前項の規定により機構に第一項の規定による交付若しくは第三項の規定による再

交付に係る事務を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた第一項の規定による交付

若しくは第三項の規定による再交付に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示し

なければならない。

（許可証）

規則第３８条 法第二十九条第一項（法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用

する場合を含む。）の許可証（以下単に「許可証」という。）は、別記様式第十四号によるものとす

る。

２ 法第二十九条第三項（法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を

含む。）の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十五号による申請書の

正本一部及び副本二部を提出しなければならない。

３ 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実の

あった日から十日以内に、第一号から第三号までの場合にあっては監理事業を行う全ての事業

所に係る許可証、第四号の場合にあっては廃止した事業所に係る許可証、第五号の場合にあ

っては発見し、又は回復した許可証を返納しなければならない。

  一 許可が取り消されたとき。

  二 許可の有効期間が満了したとき。  

  三 監理事業を廃止したとき。

  四 監理事業を行う事業所を廃止したとき。

  五  許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
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４ 許可証の交付を受けた者が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立さ

れた法人の代表者は、当該事実のあった日から十日以内に、監理事業を行う全ての事業所に

係る許可証を返納しなければならない。

○ 監理団体の許可を受けると、監理事業を行う事業所の数と同じ枚数の許可証が発

行され、監理団体に交付されます。許可証の交付を受けた監理団体は、事業所ごとに

許可証を備え付け、関係者から請求があればいつでも提示できるようにしておかなけ

ればなりません。

○ 監理団体は、許可を受けた後に、許可の取消しや事業所の廃止など許可証の返納

事由（規則第３８条第３項各号）が生じた場合や、許可証の交付を受けた者が合併に

より消滅した場合には、１０日以内に、監理事業を行う全ての事業所に係る許可証を

機構の本部事務所の審査課に返納しなければなりません。

○ 交付された許可証を亡失又は滅失した場合には、監理団体は、監理団体許可証再

交付申請書（省令様式第１５号）を機構の本部事務所の審査課に提出し、許可証の

再交付を受ける必要があります。申請に際して、正本１通及び副本２通を提出する必

要があります。なお、申請書の添付書類については、申請書の正本１通に添付するこ

とが必要であり、副本１通には添付する必要はありません。

また、許可証の再交付を受けた後に、亡失した許可証を発見し、又は回復した場合

にあっては、その発見又は回復した許可証を機構の本部事務所の審査課に返納しな

ければなりません。

第７節 許可の条件（技能実習法第３０条）

【関係規定】

（許可の条件）

法第３０条 監理許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

２ 前項の条件は、監理許可の趣旨に照らして、又は当該監理許可に係る事項の確実な実施を図

るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該監理許可を受ける者に不当な義務を課する

こととなるものであってはならない。

○ 監理団体の許可には条件を付されることがあります。付される条件の具体例としては、

例えば以下のものが挙げられます。

① 取扱職種の範囲等に関するもの
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・ 「実習監理をする団体監理型技能実習の取扱職種は、適切かつ効果的に技能

等の修得等をさせる観点からの指導を担当する技能実習計画の作成指導者が

在籍する職種の範囲に限る。」（監理団体の役職員に技能実習計画の作成指導

者として、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について一定の経験や知

識がある者が在籍していなければならないという趣旨（規則第５２条第８号参照））

② 特定の職種及び作業に関するもの

・ 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規

則（平成 28 年法務省・厚生労働省令第３号）第 29 条第２項又は第 52 条第１

号若しくは第 16 号の規定に基づき、法務大臣及び厚生労働大臣が特定の職種

及び作業として指定している職種及び作業（●●職種の●●作業を除く。）を除

く。」（法務大臣及び厚生労働大臣が特定の職種及び作業として指定しているも

のについて、事業所管大臣が告示をもって監理団体の法人、業務の実施に関す

る基準等を定めている場合には、当該告示に定める基準を満たしていることを主

務大臣が確認した上で実習監理を行わせる趣旨）

③ 受け入れる技能実習生の国籍（国又は地域）に関するもの

・ 「実習監理をする団体監理型技能実習生の国籍は、相談体制が構築された国

籍の範囲に限る。」（監理団体が受け入れている技能実習生の国籍に応じた相談

応需体制を整備していなければならないという趣旨（規則第５２条第１４号参照））

○ また、例えば、技能実習生の受入れ期間中に優良な監理団体の要件（法第２５条第

１項第７号）を満たさなくなった監理団体に対して、一般監理事業から特定監理事業

への許可の職権変更を行うまでの一時的措置として、「第３号技能実習の実習監理は、

既に実習監理を開始している技能実習に限り、新たな第３号技能実習の実習監理は

認めない。」「新たな技能実習の実習監理の場合、技能実習生の受入れ人数枠は、

規則第１６条第１項（優良な実習実施者でない場合の規定）を適用する。」といった旨

の条件を事後的に付すことも想定されています。

○ 監理団体の許可に、条件が付される場合には、監理団体許可証にその内容が記載

されます。記載事項が長文になる場合には、別紙により条件が指定されることもありま

す。

○ 監理団体は、許可に条件が付された後に、条件が付された理由が解消された場合

には、当該条件の変更を申し出ることができます。この場合は、事前に機構の本部事

務所の審査課に御相談ください。

【留意事項】
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○ 監理団体が特定の職種・作業に係る技能実習を新たに行う場合又は特定の職種及び作業

に係る事業所管大臣が告示をもって定める監理団体の法人、業務の実施に関する基準を満

たさなくなった場合について

監理団体が特定の職種・作業に係る技能実習を新たに行う場合又は特定の職種及び作

業に係る事業所管大臣が告示をもって定める監理団体の法人、業務の実施に関する基準を

満たさなくなった場合には、監理団体許可に係る上記②などの条件の変更が必要となりま

す。要件を満たすこととなる場合には、特定の職種・作業の固有条件に係る確認書類ととも

に、監理団体許可条件変更申出書（参考様式第２-１７号）を提出しなければなりません。

第８節 許可の有効期間等（技能実習法第３１条）

【関係規定】

（許可の有効期間等）

法第３１条 第二十三条第一項の許可の有効期間（次項の規定により許可の有効期間の更新を

受けた場合にあっては、当該更新された有効期間）は、当該許可の日（次項の規定により許可

の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌

日）から起算して三年を下らない期間であって監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案し

て政令で定める期間とする。

２ 前項に規定する許可の有効期間（以下この条において「許可の有効期間」という。）の満了後引

き続き当該許可に係る監理事業（次条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三

十七条第二項の規定による特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更

後の許可に係るもの）を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

３ 主務大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第二十五条

第一項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしては

ならない。

４ 許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料

を納付しなければならない。

５ 第二十三条第二項から第五項まで、第二十四条、第二十五条第二項及び第三項、第二十六

条（第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。）並びに第二十九条の規定は、許可の有効

期間の更新について準用する。

（監理団体の許可の有効期間）

政令第２条 法第三十一条第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める期間とする。

  一 一般監理事業（法第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業をいう。以下この条

において同じ。）に係る監理許可（法第二条第十項に規定する監理許可をいう。次号において

同じ。）を受けた場合（第三号及び第四号に規定する場合を除く。） 五年
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  二 特定監理事業（法第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業をいう。以下この条

において同じ。）に係る監理許可を受けた場合（第五号及び第六号に規定する場合を除く。）

三年

  三 法第三十一条第二項の規定により一般監理事業に係る許可の有効期間（同項に規定する

許可の有効期間をいう。以下この条において同じ。）の更新を受けた場合であって、当該更新

に際し、従前の一般監理事業に係る許可の有効期間において一般監理事業の実施に関し優

れた能力及び実績を有するものとして主務省令で定める基準に適合すると認められたとき

七年

  四 法第三十一条第二項の規定により一般監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場

合であって、前号に掲げる場合以外のとき 五年

  五 法第三十一条第二項の規定により特定監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場

合であって、当該更新に際し、従前の特定監理事業に係る許可の有効期間において特定監

理事業の実施に関し優れた能力及び実績を有するものとして主務省令で定める基準に適合

すると認められたとき 五年

  六 法第三十一条第二項の規定により特定監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場

合であって、前号に掲げる場合以外のとき 三年

（長期の有効期間が認められる者）

規則第３９条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第

二条第三号及び第五号の主務省令で定める基準は、従前の監理事業に係る許可の有効期間

において法第三十六条第一項又は第三十七条第三項の規定による命令を受けていないことと

する。

（許可の有効期間の更新の手数料）  

規則第４０条 法第三十一条第四項の主務省令で定める額は、九百円に監理事業を行う事業所

の数を乗じて得た額とする。

２ 法第三十一条第五項において準用する法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、一万

七千百円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。

  （許可の有効期間の更新の申請等）

規則第４１条 法第三十一条第五項において準用する法第二十三条第二項の申請は、許可の有

効期間が満了する日の三月前までに、別記様式第十一号による申請書の正本一部及び副本

二部を提出して行わなければならない。

２ 更新後の許可証の交付は、更新前の許可証と引換えに行うものとする。

  （更新申請書の記載事項）

規則第４２条 法第三十一条第五項において準用する法第二十三条第二項第七号の主務省令

で定める事項は、次のとおりとする。

  一 第二十六条各号（第七号を除く。）に掲げる事項

  二 監理団体の許可年月日及び許可番号
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○ 監理団体の許可の有効期間は、監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案して、

以下のとおり定められています。

①初回 ②更新

（優れた能力及び実績

を有する場合）

③更新

（②以外の場合）

一般監理事業 ５年 ７年 ５年

特定監理事業 ３年 ５年 ３年

○ 監理事業の実施に関し優れた能力及び実績を有すると判断されるのは、従前の監

理事業に係る許可の有効期間（更新の申請がされた際に現に有する許可の有効期間

をいい、それ以前のものは含みません。）において改善命令や業務停止命令を受けて

いないなど監理事業を適正に行っていると認められる場合です。

○ 許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る監理事業を行おうとする者は、

有効期間が満了する日の３か月前までに、監理団体許可有効期間更新申請書（省令

様式第１１号）を機構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません。

※ ３か月前までに申請を行わなかった場合、有効期間内に審査が終了せず、許可

の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る監理事業を行えない可能性がありま

す。実習実施者や技能実習生など関係者に与える影響も大きいため、注意が必要

です。

〇 監理団体許可有効期間更新申請書（省令様式第１１号）は、申請に際して、正本１

通及び副本２通を提出する必要があります。

○ 許可の有効期間の更新申請に際しては、許可基準を満たしていることを証明する書

類その他必要な書類を提出しなければなりません。具体的な書類については、別紙③

において一覧表として示しています。また、必要な添付書類の詳細については、別途

機構ＨＰでお知らせしますので、併せて御参照ください。

○ なお、申請書の添付書類については、申請書の正本１通及び副本１通に添付するこ

とが必要です。

○ 申請者は、許可の有効期間の更新手数料として、国に申請手数料を収入印紙によ

り、機構に調査手数料を口座振込みにより、それぞれ納付しなければならないこととさ

れています。許可の有効期間の更新手数料は以下のとおりです。
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国（申請手数料） ９００円×事業所数

機構（調査手数料） １７，１００円×事業所数

○ 具体的な申請手数料の収入印紙による納付方法、調査手数料の口座振込みによ

る納付方法等については、別途、機構のHP等でお知らせしますので、御参照ください。

第９節 変更の許可等（技能実習法第３２条）

【関係規定】

（変更の許可等）

法第３２条 監理団体は、監理許可に係る事業の区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可

を受けなければならない。この場合において、監理団体は、許可証の書換えを受けなければなら

ない。

２ 前項の許可については、第二十三条第二項から第五項まで及び第七項、第二十四条、第二

十五条、第二十六条（第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。）並びに第二十九条の規

定を準用する。

３ 監理団体は、第二十三条第二項各号（第四号を除く。）に掲げる事項（主務省令で定めるもの

を除く。）に変更があったときは、変更の日から一月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及

び厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が監理

事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他主務省

令で定める書類を添付しなければならない。

４ 第二十三条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

５ 主務大臣は、第三項の規定による監理事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったと

きは、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

６ 監理団体は、第三項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の

記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

７ 第三項の規定による届出の受理に係る事務については第十八条の規定を、第五項の規定によ

る許可証の交付に係る事務については第二十九条第四項及び第五項の規定を、それぞれ準用

する。

（変更の許可の申請等）

規則第４３条 法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第二項の申請は、別記様式

第十六号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。

２ 変更後の許可証の交付は、変更前の許可証と引換えに行うものとする。

  （事業区分変更許可申請書の記載事項）

規則第４４条 法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第二項第七号の主務省令

で定める事項は、次のとおりとする。
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  一 第二十六条各号（第七号を除く。）に掲げる事項

  二 監理団体の許可年月日及び許可番号

  三 特定監理事業から一般監理事業への事業の区分の変更に係るものにあっては、一般監理

事業を開始する予定日及び変更の理由

  四 一般監理事業から特定監理事業への事業の区分の変更に係るものにあっては、一般監理

事業を終える予定日及び変更の理由

  （変更の許可の手数料）

規則第４５条 法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第七項の主務省令で定める

額（一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。）は、二千五百円（監理事業を行

う事業所の数が二以上の場合にあっては、九百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得

た額に二千五百円を加えた額）とする。

２ 法第三十二条第二項において準用する法第二十四条第五項の主務省令で定める額（一般監

理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。）は、四万七千五百円（監理事業を行う事業

所の数が二以上の場合にあっては、一万七千百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて

得た額に四万七千五百円を加えた額）とする。

  （軽微な変更）

規則第４６条 法第三十二条第三項の主務省令で定めるものは、法第二十三条第二項各号（第

四号を除く。）に掲げる事項のうち監理事業の実施に実質的な影響を与えない変更とする。

  （変更の届出等）

規則第４７条 法第三十二条第三項の規定による届出は、別記様式第十七号によるものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、同項の届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあっ

ては、別記様式第十七号による申請書の正本一部及び副本二部を提出しなければならない。  

３ 法第三十二条第三項の主務省令で定める書類は、法第二十五条第一項各号に掲げる事項を

証する書面及び第二十七条各号に掲げる書類のうち事業所の新設によって変更を生ずる事項

に係るものとする。

４ 法第三十二条第三項後段に規定する場合以外の場合には、第一項に規定する届出書又は第

二項に規定する申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、法第

二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面及び第二十七条各号に掲げる書類のうち変

更があった事項に係るものを添付しなければならない。

第１ 変更の許可に関する事項

○ 事業の区分を変更しようとする監理団体は、事業区分変更許可申請書及び許可証

書換申請書（省令様式第１６号）を機構の本部事務所の審査課に提出し、事業区分

の変更の許可を受けなければなりません。事業の区分の変更には、特定監理事業の

許可を受けた監理団体が優良な監理団体の要件を満たしたとして事業区分を一般監
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理事業に変更しようとする場合、一般監理事業の許可を受けた監理団体が優良な監

理団体の要件を満たさなくなったとして事業区分を特定監理事業に変更しようとする

場合の２つの場合が想定されています。

〇 事業区分変更許可申請書及び許可証書換申請書（省令様式第１６号）は、申請に

際して、正本１通及び副本２通を提出する必要があります。

○ 事業の区分の変更許可申請に際しては、許可基準を満たしていることを証明する書

類その他必要な書類を提出しなければなりません。具体的な書類については、別紙③

において一覧表として示しています。また、必要な添付書類の詳細については、別途

機構ＨＰでお知らせしますので、併せて御参照ください。

○ また、監理事業計画書（省令様式第１２号）については、監理事業を行う事業所ごと

に提出が必要であり、事業所が複数ある場合には、当該事業所の数だけ作成して提

出しなければなりません。

○ なお、申請書の添付書類については、申請書の正本１通及び副本１通に添付するこ

とが必要です。

○ 一般監理事業への事業の区分の変更許可申請に際しては、申請者は監理団体の

事業の区分の変更許可手数料として、国に申請手数料を収入印紙により、機構に調

査手数料を口座振込みにより、それぞれ納付しなければならないこととされています。

許可手数料は以下のとおりです。

国

（申請手数料）

基本額 １件につき ２，５００円

加算額 事業所が２以上の場合 ９００円×（事業所数-１）

機構

（調査手数料）

基本額 １件につき ４７，５００円

加算額 事業所が２以上の場合 １７，１００円×（事業所数-１）

○ また、一般監理事業への事業の区分の変更に係るものである場合には、許可１件に

つき登録免許税を１５，０００円納付することが必要となります（登録免許税法別表第１

第６３号）。

○ 具体的な申請手数料の収入印紙による納付方法、調査手数料の口座振込みによ

る納付方法、登録免許税の納付方法等については、別途、機構の HP 等でお知らせし

ますので、御参照ください。

【留意事項】
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○ 事業の区分の変更許可申請に際して求められる要件について

特定監理事業から一般監理事業に変更する場合の事業の区分の変更許可申請に際して

は、優良な監理団体の要件（法第２５条第１項第７号）の部分のみならず、他の要件も含めて

許可基準を全て満たしていることが必要となります。

○ 事業の区分の変更許可が行われた場合の許可の有効期間について

従前の許可の有効期間に残存期間があるか否かにかかわらず、事業の区分の変更許可

が行われた時点から新たな許可の有効期間が指定されることとなります。

○ 一般監理事業から特定監理事業への変更について

一般監理事業の許可を受けた監理団体が、優良な監理団体の要件を満たさなくなった場

合には、監理団体は、特定監理事業の許可への変更申請を自ら行うことが望まれます（自ら

事業の区分の変更許可申請を行わなかった場合は、職権での許可区分の変更などの処分

を受ける可能性があります。）。

特定監理事業への変更後は、第３号技能実習生の実習監理ができなくなりますので、既

に受け入れて実習監理を行っている第３号技能実習生に関しては、他の監理団体への転籍

等の手続が事前に必ず必要となります。

また、特定監理事業への変更後も、規則第１６条第２項の規定の適用を受けて優良な監

理団体として同条第１項に定める人数枠を超えて技能実習生を受け入れていた場合、技能

実習計画の認定の取消し事由に該当することとなります。規則第１６条第１項に定める人数

枠を超える技能実習生については、速やかに、他の監理団体への転籍等の手続を行うことが

望まれます。

第２ 変更の届出に関する事項

○ 監理団体は、申請書の記載事項（事業の区分を除く。）に掲げる事項に変更があった

ときは、変更届出書（省令様式第１７号）を機構の本部事務所の審査課に提出しなけ

ればなりません。また、届出事項が監理団体の許可証の記載事項に該当する場合は、

変更届出書及び許可証書換申請書（省令様式第１７号）を機構の本部事務所の審査

課に提出しなければなりません。変更内容ごとの対応については、次の表を御参照くだ

さい。

○ 変更届出をしようとする場合にあっては、変更の日から１か月以内に届出を行うこと

が必要です。届出をするに際しては、次の表に掲げる変更事由に応じた書類を併せて

提出することが求められます。

○ なお、変更届出を受理した後に、機構が監理団体の許可の各要件に適合しないもの

であることを確認した場合にあっては、当該変更を是正するよう指導することとなります
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ので、指導を受けた監理団体は当該指導に従うことが必要です。当該指導に従わない

場合にあっては、監理団体の許可の取消し、改善命令等の対応につながることとなる

ので留意願います。

○ また、届出事項が監理団体の許可証の記載事項に該当する場合には、変更届出書

及び許可証書換申請書（省令様式第１７号）の申請に際して正本１通及び副本２通を

提出する必要があります。なお、申請書の添付書類については、申請書の正本１通及

び副本１通に添付することが必要です。
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表 監理団体の変更届出

申請書記載事項
届出の

要否
添付資料 特記事項

1 監理団体の名称 ○ ・登記事項証明書
・変更届出と同時に許可証の書

換申請も必要。

2 監理団体の住所 ○

・登記事項証明書

【単に市町村合併や住居番号

の変更による場合】

・住所（所在地）表示変更証

明書

・変更届出と同時に許可証の書

換申請も必要。

・電話番号の変更を含む。

3
監理団体の代表者の

氏名
○

【新たに就任する場合】

・登記事項証明書

・住民票の写し

・履歴書

【婚姻等により氏名のみに変

更があった場合】

・登記事項証明書

・住民票の写しは、マイナンバー

の記載がないもの。また、日本人

の場合は、本籍地の記載がある

もの。外国人（特別永住者を除

く）の場合は、国籍等、在留資

格、在留期間、在留期間の満了

の日、在留カード番号の記載が

あるもの。特別永住者の場合

は、特別永住者である旨、特別

永住者証明書番号の記載があ

るもの。

4
監理団体の役員の氏

名
○

【新たに選任する場合】

・登記事項証明書

・住民票の写し

・履歴書（氏名のみの変更の

場合は不要。）

【婚姻等により氏名のみに変

更があった場合】

・登記事項証明書

・住民票の写しは、マイナンバー

の記載がないもの。また、日本人

の場合は、本籍地の記載がある

もの。外国人（特別永住者を除

く）の場合は、国籍等、在留資

格、在留期間、在留期間の満了

の日、在留カード番号の記載が

あるもの。特別永住者の場合

は、特別永住者である旨、特別

永住者証明書番号の記載があ

るもの。

・役員が辞職等により欠員となっ

た場合も届出が必要。

5
監理団体の役員の役

職名
×

6
監理団体の役員の住

所
○

・登記事項証明書（代表者を

除く役員の変更の場合は不

要。）

・住民票の写し

・住民票の写しは、マイナンバー

の記載がないもの。また、日本人

の場合は、本籍地の記載がある

もの。外国人（特別永住者を除

く）の場合は、国籍等、在留資

格、在留期間、在留期間の満了
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の日、在留カード番号の記載が

あるもの。特別永住者の場合

は、特別永住者である旨、特別

永住者証明書番号の記載があ

るもの。

7
監理団体の責任役員

の氏名
○

8

外部監査人の氏名又

は名称

（外部監査の措置を

講じる場合）

○

【新たに選任する場合】

・外部監査人の概要書

・外部監査人の就任承諾書及

び誓約書の写し

9

指定外部役員の氏名

（外部監査の措置を

講じない場合）

○

【新たに選任する場合】

・指定外部役員の就任承諾書

及び誓約書の写し

10
監理団体の法人の種

類
○

【一般社団法人又は一般財団

法人が公益法人となる場合】

・登記事項証明書

・変更届出と同時に許可証の書

換申請も必要。

・一般社団法人又は一般財団法

人が公益法人となる場合には届

出が必要。その他の場合にあっ

ては機構に相談が必要。

11

団体監理型技能実

習の取扱職種の範囲

等

（法務大臣及び厚生

労働大臣が告示で定

める特定の職種及び

作業に係るものを除

く）

○
【職種を追加する場合】

・計画作成指導者の履歴書

12

団体監理型技能実

習の取扱職種の範囲

等

（法務大臣及び厚生

労働大臣が告示で定

める特定の職種及び

作業を追加又は削除

する場合）

○
【職種を追加する場合】

・計画作成指導者の履歴書

・特定の職種及び作業を新たに

追加する場合又は特定の職種

及び作業に係る事業所管大臣

が告示をもって定める監理団体

の法人、業務の実施に関する基

準等を満たさなくなった場合は、

監理団体許可条件の変更の申

出が必要。・特定の職種及び作

業を追加する場合は、上記基準

を満たすことを証する資料の提

出も必要。

13
監理事業を行う事業

所の名称
○

【新規事業所開設の場合】

・事業計画書

・業務運営規程の写し

・個人情報適正管理規程の写

し

・最近の事業年度における貸

・変更届出と同時に許可証の書

換申請も必要。

・住民票の写しは、マイナンバー

の記載がないもの。また、日本人

の場合は、本籍地の記載がある

もの。外国人（特別永住者を除
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借対照表及び損益計算書（納

税地の所轄税務署長に提出し

たもの。）

・最近の事業年度における法

人税の確定申告書⑨の写し

（納税地の所轄税務署の受理

印のあるものに限る。法人税

法施行規則別表１及び４は、

必ず提出すること。）

・納税証明書（国税通則法施

行令第41条第１項第３号ロに

係る同施行規則別表第８号様

式（その２）による法人の最近

の事業年度における所得金額

に関するもの。）

・新設する事業所の使用権を

証する書類（不動産の登記事

項証明書又は不動産賃貸借

（使用貸借）契約書の写し）

・監理責任者の住民票の写し

・監理責任者の履歴書

・監理責任者の就任承諾書及

び誓約書の写し

・監理責任者講習受講証明

書（受講日が届出日前３年以

内のもの）

【事業所の名称のみを変更す

る場合】

・登記事項証明書（事業所の

名称の変更に伴い変更が加え

られた場合に限る。）

く）の場合は、国籍等、在留資

格、在留期間、在留期間の満了

の日、在留カード番号の記載が

あるもの。特別永住者の場合

は、特別永住者である旨、特別

永住者証明書番号の記載があ

るもの。

・監理責任者に関する書類は、

当該監理団体の他の事業所に

おいて監理責任者として選任し

ていた者を他の事業所に変更し

て選任するときは、就任承諾書

及び誓約書の写しを除き、提出

不要。

14
監理事業を行う事業

所の所在地
○

・登記事項証明書（事業所の

所在地の変更に伴い変更が

加えられた場合に限る。）

・変更届出と同時に許可証の書

換申請も必要。

15 監理責任者の氏名 ○

【新たに選任する場合】

・住民票の写し

・履歴書

・就任承諾書及び誓約書の写

し

・監理責任者講習受講証明

書（受講日が届出日前３年以

内のもの）

【婚姻等により変更があった場

合】

・住民票の写し

・住民票の写しは、マイナンバー

の記載がないもの。また、日本人

の場合は、本籍地の記載がある

もの。外国人（特別永住者を除

く）の場合は、国籍等、在留資

格、在留期間、在留期間の満了

の日、在留カード番号の記載が

あるもの。特別永住者の場合

は、特別永住者である旨、特別

永住者証明書番号の記載があ

るもの。

・当該監理団体の他の事業所に

おいて監理責任者として選任し
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ていた者を他の事業所に変更し

て選任するときは、就任承諾書

及び誓約書の写しを除き、提出

不要。

16 監理責任者の住所 ○ ・住民票の写し

・マイナンバーの記載がないも

の。また、日本人の場合は、本

籍地の記載があるもの。外国人

（特別永住者を除く）の場合は、

国籍等、在留資格、在留期間、

在留期間の満了の日、在留カー

ド番号の記載があるもの。特別永

住者の場合は、特別永住者であ

る旨、特別永住者証明書番号の

記載があるもの。

17
外国の送出機関の氏

名又は名称
○

【外国の送出機関の変更（交

代又は追加）の場合】

・外国の送出機関の概要書

（※）

・監理団体との間に締結され

た団体監理型技能実習の申

込みの取次ぎを受けることに

係る契約書の写し

・団体監理型技能実習生から

徴収する費用の名目及び額

又は算出方法を記載した書類

（※）

・団体監理型技能実習に係る

誓約書及び外国の国又は地

域の公的機関からの推薦状

（※）

・申請者の概要書（新たな国

又は地域から技能実習生の

送出しを受ける場合）

【外国の送出機関の氏名又は

名称の変更の場合】

・氏名又は名称が変更された

ことを明らかにする書類（※）

・（※）の書類については、外国の

送出機関が外国政府認定送出

機関である場合にあっては提出

不要

18
外国の送出機関の住

所
○ ・外国の送出機関の概要書

・外国の送出機関が外国政府認

定送出機関である場合にあって

は届出不要
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19

外国の送出機関の代

表者の氏名

（法人の場合のみ）

○ ・外国の送出機関の概要書

・外国の送出機関が外国政府認

定送出機関である場合にあって

は届出不要

20

技能実習の申込みを

受ける方法の概要

（外国の送出機関の

取次ぎを受けない場

合）

○

21
技能実習生に対する

相談体制の概要
○ ・申請者の概要書
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第１０節 技能実習実施困難時の届出等（技能実習法第３３条）

【関係規定】

（技能実習の実施が困難となった場合の届出）

法第３３条 監理団体は、第十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他実習監理を行う

団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは、

遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び

厚生労働大臣に届け出なければならない。

２ 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。

（技能実習の実施が困難となった場合の届出等）

規則第４８条 法第三十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十八号によるものとする。

２ 法第三十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  一 届出者の許可番号、名称及び住所

  二 団体監理型技能実習の実施が困難となった団体監理型実習実施者の実習実施者届出受

理番号、氏名又は名称及び住所

  三 第二十一条第二項第二号から第五号までに規定する事項

  四 第二号に規定する団体監理型実習実施者による団体監理型技能実習の継続のための措

置

  五 届出者による団体監理型技能実習の継続のための措置

  六 法第十九条第二項の規定による通知を受けた場合にあっては、前各号に掲げるもののほ

か、当該通知の年月日その他当該通知に係る事項

○ 監理団体は、実習実施者の事業上・経営上の都合、技能実習生の病気や怪我（労

災を含む。）の事情等で技能実習を行わせることが困難となった旨の通知を受けた場

合等には、実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に技

能実習実施困難時届出書（省令様式第１８号）を提出しなければなりません。

○ 技能実習生が技能実習計画の満了前に途中で帰国することとなる場合には、技能

実習生に対し、意に反して技能実習を中止して帰国する必要がないことの説明や帰国

の意思確認を書面により十分に行った上、技能実習生の帰国が決定した時点で帰国

前に機構の地方事務所・支所の認定課へ届け出なければなりません。これは、旧制度

において技能実習生の意に反して技能実習計画の満了前に帰国させるという事案が

発生したことを受けたものです。

○ 現在の実習実施者で技能実習を継続することができなくなった場合には、技能実習

生が実習先を変更するなどして技能実習を継続したいとの希望を持っているかを確認
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することが必要となります。継続の希望を持っている場合には、他の実習実施者や監

理団体等との連絡調整等の必要な措置を講じなければなりません（法第５１条）。また、

次の実習先が確保されるまでの間の技能実習生の待遇がどのようになっているのかな

ど、技能実習生の現状を含めて届け出る必要があります。

○ なお、実習実施者や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要で

すが、機構が行う実習先変更支援のサービスを利用することも可能です。

【留意事項】

○ 技能実習生が失踪した場合について

技能実習生が失踪した場合についても、技能実習を行わせることが困難となった場合に該

当することから、機構の地方事務所・支所の認定課への技能実習実施困難時届出が必要と

なります。なお、失踪した技能実習生については、入管法上の在留資格の取消手続の対象と

なります。

第１１節 事業の休廃止（技能実習法第３４条）

【関係規定】

（事業の休廃止）

法第３４条 監理団体は、監理事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止しようとするとき

は、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨及び当該監理団体が実習監理を行う団体

監理型実習実施者に係る団体監理型技能実習の継続のための措置その他の主務省令で定め

る事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

２ 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。

（休廃止の届出等）

規則第４９条 法第三十四条第一項の規定による届出は、別記様式第十九号によるものとする。

２ 法第三十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  一 届出者の許可番号、許可年月日、名称及び住所

  二 監理事業を行う事業所の名称及び所在地

  三 廃止又は休止の予定日

  四 監理事業を休止しようとする場合にあっては、その範囲及び期間

  五 廃止又は休止の理由

  六 直近の監理事業に係る許可の有効期間において実習監理を行った団体監理型技能実習

に係る事項

  七 実習監理をする団体監理型技能実習が現に行われている場合にあっては、届出者による

当該団体監理型技能実習の継続のための措置

３ 第一項の届出をして監理事業の全部又は一部を休止した者は、休止した監理事業を再開しよ
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うとするときは、あらかじめ、機構を経由して、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその

旨を届け出なければならない。

○ 監理団体は、監理事業を休廃止しようとするときは、休廃止予定日の１か月前までに、

休廃止する旨、実習監理を行う実習実施者に係る技能実習を継続するための措置な

どについて記載して、機構の本部事務所の審査課に事業廃止届出書又は事業休止

届出書（省令様式第１９号）を提出しなければなりません。

○ 監理事業を廃止するとき、又は休止する場合であって当該休止により技能実習の実

習監理を継続することが困難なときは、受け入れている技能実習生が技能実習を継

続したいとの希望を持っているかを確認することが必要となります。継続の希望を持っ

ている場合には、他の実習実施者や監理団体等との連絡調整等の必要な措置を講じ

なければなりません（法第５１条）。

○ なお、実習実施者や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要で

すが、機構が行う実習先変更支援のサービスを利用することも可能です。

【留意事項】

○ 休止した監理事業を再開しようとするときについて

休止した監理事業を再開しようとするときは、あらかじめ、事業再開届出書（参考様式第３

－２号）により、機構の本部事務所の審査課にその旨を届け出なければなりません。

○ 許可証の取扱いについて

監理事業を廃止したときは監理事業を行う全ての事業所に係る許可証、監理事業を行う

事業所を廃止したときは廃止した事業所に係る許可証を機構の本部事務所の審査課に返納

しなければなりません。監理事業を休止した場合には、許可証の返納は必要ありませんが、

事業所には掲示せず、亡失・滅失等のないように保管しなければなりません。

第１２節 報告徴収等（技能実習法第３５条）

【関係規定】

（報告徴収等）

法第３５条 主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、団体監理型技能

実習関係者（監理団体等又は団体監理型実習実施者若しくは団体監理型実習実施者であっ

た者をいう。以下この項において同じ。）若しくは団体監理型技能実習関係者の役員若しくは職

員（以下この項において「役職員」という。）若しくは役職員であった者（以下この項において「役職

員等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは団体監理型技

能実習関係者若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対し
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て質問させ、若しくは団体監理型技能実習関係者に係る事業所その他団体監理型技能実習に

関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができ

る。

２ 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は立入検査について、同条第三項の規定

は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

○ 主務大臣である法務大臣と厚生労働大臣には、監理団体の許可に関する業務につ

いて、実習実施者や監理団体等に対し、報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示

の命令、出頭の命令、質問又は立入検査を行う権限が認められています。

○ 主務大臣が行う報告徴収等について、拒んだり、虚偽の回答を行ったりした場合など

には、監理団体の許可の取消事由となる（法第３７条第１項）ほか、罰則（３０万円以

下の罰金）の対象ともなります（法第１１２条第１号）。

○ なお、機構は、監理団体に対して１年に１回程度の頻度、実習実施者に対して３年に

１回程度の頻度で定期的に実地検査を行うことを予定していますので、機構が行う検

査には積極的に協力し、技能実習が適正に行われていることを明らかにすることが求

められます。

【留意事項】

○ 監理団体による労働関係法令指導義務に係る報告徴収等について

監理団体による労働関係法令指導義務（法第４０条第３項から第５項まで）に係る報告徴

収等の権限については、主務大臣の技能実習制度を担当する職員のほか、労働基準監督

官又は船員労務官が権限を行使することが想定されています（法第１０５条）。

第１３節 改善命令等（技能実習法第３６条）

【関係規定】

（改善命令等）

法第３６条 主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこ

れらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必

要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善す

るために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

２ 主務大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

○ 機構や主務大臣による調査等によって、技能実習法、出入国又は労働に関する法

令等に違反していることが判明したときであって、監理事業の適正な運営を確保する
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ために必要があると認めるときは、主務大臣が改善命令を行う場合があります。

○ この改善命令は、違反行為そのものについての是正を行うことはもとより、監理団体と

して、違反行為を起こすような管理体制や運営を行っていることそのものについて、改

善を行わせることを目的として発せられるものになります。監理団体は、主務大臣から、

期限を定めて問題となっている事項の改善に必要な措置をとるよう命じられますので、

期限内に命じられた事項について、改善措置を講じる必要があります。

改善命令に従わない場合や、改善措置を講じたとしても主務大臣から適切な措置

であると認められない場合には、監理団体の許可の取消事由となる（法第３７条第１項）

ほか、罰則（６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金）の対象ともなります（法第１１１

条第３号）。

○ さらに、改善命令を受けた監理団体は、改善命令を受けた旨を公示されることとなり

ますので、不適正な受入れを行っていたことが周知の事実となります。

○ 改善命令を受けることのないよう、日常的に技能実習を適正に実施することが求めら

れます。

【留意事項】

○ 改善命令を受けた場合は、示された改善期日までに改善のために主務大臣が求めた措置

が講じられ、かつ、今後は法令違反を犯さないような体制に改善されたことを明らかにするた

め、改善命令に係る改善報告書を提出することが必要です。

○ 再度同様の法違反に及んだ場合にあっては、監理団体の許可の取消し等のより厳しい措置

の対象となり得ることから、改善した管理体制や運営を維持することが求められます。

第１４節 許可の取消し等（技能実習法第３７条）

【関係規定】

（許可の取消し等）

法第３７条 主務大臣は、監理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、監理許可を取り消

すことができる。

  一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

  二 第二十六条各号（第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。）のいずれかに該当するこ

ととなったとき。

  三 第三十条第一項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。

  四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの

又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
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  五 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

２ 主務大臣は、監理許可（一般監理事業に係るものに限る。）を受けた監理団体が第二十五条

第一項第七号の主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、職権で、当該監理

許可を特定監理事業に係るものに変更することができる。

３ 主務大臣は、監理団体が第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当すると

きは、期間を定めて当該監理事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

４ 主務大臣は、第一項の規定による監理許可の取消し、第二項の規定による監理許可の変更又

は前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

（法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるも

の）

政令第３条 法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令

で定めるものは、次のとおりとする。

  一 職業安定法の規定（法第二十七条第二項の規定により適用される場合を含む。）

  二 船員職業安定法の規定

  三 出入国管理及び難民認定法の規定

  四 労働者派遣法（第三章第四節の規定を除く。）の規定

（事業の区分の職権変更）

規則第５１条 法務大臣及び厚生労働大臣は、法第三十七条第二項の規定により職権で一般監

理事業に係る監理許可を特定監理事業に係るものに変更するときは、別記様式第二十一号に

より、その旨を監理団体に通知するものとする。

２ 前項の通知を受けた監理団体は、速やかに、許可証の書換えを受けなければならない。

第１ 許可の取消し等に関する事項

○ 一度許可を受けた監理団体であっても、許可基準を満たさなくなった場合、監理団

体が欠格事由に該当することとなった場合、許可の条件に違反した場合、改善命令に

違反した場合、入管法令や労働関係法令に違反した場合等には、許可の取消しの対

象となります。

○ 監理団体の許可が取り消されると、監理事業を行うことができなくなり、現在受け入

れている技能実習生の実習監理も継続できなくなります。また、許可の取消しを受けた

旨が公示されることとなり、不適正な受入れを行っていることが周知の事実となるほか、

取消しの日から５年間は新たな監理団体の許可が受けられなくなります（法第２６条第

２号）。

○ このように、監理団体の許可の取消しを受けると、それ以降一定期間は技能実習制
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度に参画することが認められなくなるという厳しい制裁を受けることとなります。

○ また、一般監理事業の許可を受けた監理団体が、優良な監理団体の要件を満たさ

なくなった場合には、職権での特定監理事業への許可の変更の対象となります。この

場合も、その旨が公示されることとなります。

【留意事項】

○ 監理団体の許可の取消しが行われた場合にあっては、原則として、対象となる監理団体が

実習監理する全ての技能実習生について、当該監理団体の実習監理の下では実習を継続

することができないこととなります。

   そのため、技能実習生が同一の実習実施者で引き続き実習を継続するためには、当該実

習実施者が他の監理団体に監理団体を変更することが必要となります。その場合、新たな監

理団体の指導を受けて、技能実習計画の変更の認定を受けることが必要となります。

第２ 事業停止命令に関する事項

○ 監理団体が、許可の取消事由（欠格事由を除く。）に該当することとなった場合にお

いても、主務大臣は、違反の内容等を考慮した上で、許可の取消しではなく、期間を定

めて監理事業の全部又は一部の停止を命ずることがあります。この場合も、その旨が

公示されることとなります。

○ 改善命令が行われた場合と同様に、監理団体は、主務大臣から事業停止命令を受

ける理由となった事項の改善に必要な措置を速やかに講ずることが重要であり、再発

防止に向けた改善措置を講じる必要があります。

第１５節 名義貸しの禁止（技能実習法第３８条）

【関係規定】

（名義貸しの禁止）

法第３８条 監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。

○ 監理事業は、欠格事由に該当せず、事業遂行能力等について許可基準に照らして

審査を受けた法人が自ら行うものでなければ許可制度自体の維持が困難となるため、

許可を受けた名義を他人に貸して監理事業を行わせることは禁止されています。

これに違反した場合には、罰則（１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金）の対象

となります（法第１０９条第４号）。

【留意事項】
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○ 無許可実習監理について

・ 監理団体の許可（法第２３条第１項）を受けずに実習監理を行った者についても、罰則（１

年以下の懲役又は１００万円以下の罰金）の対象となります（法第１０９条第１号）。したが

って、名義貸しをした監理団体のみならず、監理団体から名義貸しを受けた者も罰則の対

象となりますので留意が必要です。

○ 監理事業において業務を委託できる範囲について

技能実習法は、監理事業の名義貸しを禁止していますが、監理団体の業務の全てについ

て委託を禁止している訳ではなく、監理団体が自ら責任を有した上であれば、一部補助的な

業務を中心に委託することが認められます。その考え方は以下のとおりです。

① 入国前講習及び入国後講習

入国前講習及び入国後講習については、規則上、「他の適切な者に委託」して実施す

ることが可能であることを明確化しています（規則第１０条第２項第７号）。

監理団体自ら

行うべき業務

入国前講習及び入国後講習の企画立案

委託することが

可能な業務

監理団体が企画した入国前講習及び入国後講習の講師の業務（適

切な者が講師となっている場合に限る。）

② 技能実習に係る雇用関係の成立のあっせん

監理団体自ら

行うべき業務

実習実施者等からの求人及び技能実習生等からの求職の申込みを

受け、実習実施者等と技能実習生等との間における技能実習に係

る雇用関係の成立のあっせんをすること

（例）

・外国の送出機関との協議や交渉

・実習実施者等、技能実習生等との協議や交渉  等

※ 外国の送出機関から提示を受ける技能実習生候補者を事前

に絞り込ませることや送出国に赴いて技能実習生候補者と面接

を行うことも含まれる。

委託することが

可能な業務

上記に該当する業務であっても、補助者としての業務に過ぎないもの

（例）

・協議や交渉に同席し、意見を述べること

・送出国における技能実習生候補者との面接会場の設営  等

③ 技能実習計画の作成指導

監理団体自ら

行うべき業務

監理団体の役職員が、実習実施者に対して技能実習計画の作成に

ついての監理団体の意見を提示、説明して指導すること

※ 指導の前提としての意見の検討も含まれる。

委託することが

可能な業務

上記に該当する業務であっても、補助者としての業務に過ぎないもの

（例）
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・実習実施者が作成してきた計画案について外部専門家として検

討させ意見を述べさせること

・実習実施者への意見伝達や説明の会場に同席させ意見を述べ

させること  等

④ 監査

監理団体自ら

行うべき業務

監理団体の役職員が、監理責任者の指揮の下で、規則第５２条第１

号イからホまでに掲げる方法により監査を行うこと

（例）

・ 技能実習の実施状況の実地確認

・ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること

・ 在籍技能実習生の４分の１以上との面談

・ 実習実施者の事業所における設備の確認・帳簿書類等の閲覧

・ 技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認

委託することが

可能な業務

上記に該当する業務であっても、補助者としての業務に過ぎないもの

（例）

・ 技能実習の実施状況の実地確認に同行すること

・ 技能実習生との面談において通訳を行うこと

・ 監査を自ら行う役職員の指示により設備の確認・帳簿書類等の

閲覧を行うこと

※ 規則で求めている３か月に１回という頻度以上に実習実施者へ

の監査を行った場合において、省令で求めている頻度を上回る

部分の監査業務は委託することが可能です。

⑤ 技能実習生の相談対応

監理団体自ら

行うべき業務

監理団体の役職員が自ら技能実習生からの相談に応じる体制を整

備すること

※ 監理団体の役職員自身による相談体制に加え、外部の者に

委託しての相談体制を整備する場合においても、技能実習生

が役職員との面談を希望したときは、役職員自身が応じる必要

がある。

※ 上記の場合において委託した外部の者に対して相談がされた

場合には、監理団体の役職員が、その相談内容に応じて、実

習実施者及び技能実習生への助言、指導その他の必要な対

応を行う必要がある。

委託することが

可能な業務

上記に該当する業務であっても、補助者としての業務に過ぎないもの

（例）

・監理団体の役職員自身による相談に対応する際の通訳  等
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第１６節 認定計画に従った実習監理等（技能実習法第３９条）

【関係規定】

（認定計画に従った実習監理等）

法第３９条 監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行

うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなけ

ればならない。

２ 監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習生が修得

等をした技能等の評価を行うに当たっては、当該団体監理型実習実施者に対し、必要な指導

及び助言を行わなければならない。

３ 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他

の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

○ 監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割

を果たすものであることを自覚し、許可を受けた後も、当該許可に基づき監理団体とし

て業務を行うに当たっては、実習監理の責任を適切に果たすことが必要です。

○ 技能実習生が技能実習計画に従って技能実習を適切に行うことができるよう、監理

団体は、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の

修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければなりませ

ん。

○ 技能実習生に対する技能等の修得等に係る指導については、直接的には実習実施

者が行うものですが、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を

有する技能実習計画作成指導者を中心に、必要な経験又は知識の修得に努めること

が必要です。実習実施者に対し、技能検定等の受検時期の調整や実習実施者による

技能等の指導状況の確認など技能実習生が修得等をした技能等の評価を行うに当

たっての指導・助言も行わなければなりません。

○ また、監理団体は技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関して規則第

５２条で定める基準に従い、業務を実施しなければなりません。その詳細は、監理団体

の許可基準の「第２ 監理団体の業務の実施に関するもの」（P１６７参照）に記載したと

おりです。
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第１７節 監理責任者の設置等（技能実習法第４０条）

【関係規定】

（監理責任者の設置等）

法第４０条 監理団体は、監理事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定

めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければならない。

  一 団体監理型技能実習生の受入れの準備に関すること。

  二 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び

助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整に関すること。

  三 次節に規定する技能実習生の保護その他団体監理型技能実習生の保護に関すること。

  四 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理に関するこ

と。

  五 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、第九条第七号に規

定する責任者との連絡調整に関すること。

  六 国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他

関係機関との連絡調整に関すること。

２ 監理責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

  一 第二十六条第五号イ（第十条第十号に係る部分を除く。）又はロからニまでに該当する者

  二 前項の規定による選任の日前五年以内又はその選任の日以後に出入国又は労働に関す

る法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

  三 未成年者

３  監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働基準法、労働安

全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、監理責任者をして、必要な指導を行わ

せなければならない。

４ 監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働基準法、労働安全

衛生法その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、監理責任者をして、是正のた

め必要な指示を行わせなければならない。

５ 監理団体は、前項に規定する指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報し

なければならない。

（監理責任者）

規則第５３条 法第四十条第一項の監理責任者は、監理事業を行う事業所ごとに、監理団体の

常勤の役員又は職員の中から、当該事業所に所属する者であって監理責任者の業務を適正に

遂行する能力を有するものを選任しなければならない。

２ 監理責任者は、過去三年以内に監理責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣

が告示で定めるものを修了した者でなければならない。

３ 監理事業を行う事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者と密接な関係を有す
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る者として次に掲げる者が当該事業所の監理責任者となる場合にあっては、当該監理責任者は

当該団体監理型実習実施者に対する実習監理に関与してはならず、当該事業所には、他に当

該団体監理型実習実施者に対する実習監理に関与することができる監理責任者を置かなけれ

ばならない。

一 当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者若しくはその役員若しくは職

員であり、又は過去五年以内にこれらの者であった者

二 前号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族

三 前二号に掲げるもののほか、当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者

と社会生活において密接な関係を有する者であって、実習監理の公正が害されるおそれが

あると認められるもの

○ 監理責任者には、欠格事由に該当する者（禁錮以上の刑に処せられ、その執行を

終えた日から５年を経過していない者など）、過去５年以内に出入国又は労働に関す

る法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者はなることができませ

ん。

○ 監理責任者は、法第４０条第 1 項第１号から第６号までに掲げる事項を統括管理す

るために、下記の①～③の条件を満たす監理事業を行う事業所ごとに選任された者

でなくてはなりません。

① 監理団体の常勤の役員又は職員である者

② 監理事業を行う事業所に所属する者であって監理責任者の業務を適正に遂行す

る能力を有する者

③ 過去３年以内に監理責任者に対する講習（第８章の主務大臣が告示した養成講

習機関が実施する講習）を修了した者

※ ③については、経過措置が平成 32 年３月 31 日に終了します。これによりすべて

の監理責任者は期限までに講習を受講することが必要となります。

※ 監理責任者は、法第４０条第１項第１号から第６号までに掲げる事項を全て監理

責任者自らが行わなければならないものではなく、監理責任者の統括管理の下、監

理団体の役職員にその一端を担わせることは可能です。

○ 監理責任者が実習監理の対象となる実習実施者と同一であるといった事情が生じた

場合には、実習監理の公正が害されるおそれが高く、利益相反により適切に監理責任

者として業務を行うことができないことが想定されます。このため、規則第５３条第３項

では、そのようなことがないよう他の利益相反のない監理責任者を選任することが求め

られています。結果として、監理事業を行う事業所において実習監理を行う実習実施

者が監理責任者となるような場合には、監理責任者を複数選任することとなります。
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○ 監理団体は、実習実施者が、技能実習に関し労働関係法令に違反しないよう、監理

責任者をして、必要な指導を行わせなければなりません。また、労働関係法令に違反

していると認めるときは、監理責任者をして、是正のため必要な指示を行わせなければ

なりません。

※ 監理団体は、併せて、直ちに臨時監査（規則第５２条第２号、P１７３参照。）を行う

ことが必要となります。

○ 監理団体は、是正指示を行った場合において、当該是正指示が労働基準関係法令

を含むものであるときには当該監理団体の所在地を管轄する労働基準監督署に対し

て、その他のときには当該所在地を管轄する都道府県労働局職業安定部訓練課（室）

に対してそれぞれ通報（任意様式）しなければなりません。この通報については、監理

団体の指導の下で、実習実施者に改善に向けた取組みを行わせることが求められるも

のであり、当該通報を受けた行政機関は当該指導が不適切であると判断する場合等

に当該監理団体に対して指導を行うことになります。

第１８節 帳簿の備付け（技能実習法第４１条）

【関係規定】

（帳簿の備付け）

法第４１条 監理団体は、監理事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、監理事業を

行う事業所に備えて置かなければならない。

（帳簿書類）

規則第５４条 法第四十一条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。

一 実習監理を行う団体監理型実習実施者及びその実習監理に係る団体監理型技能実習生

の管理簿

二 監理費に係る管理簿

三 団体監理型技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿

四 第五十二条第一号及び第二号の規定による団体監理型技能実習の実施状況の監査に係

る書類

五 入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類

六 第五十二条第三号の規定による指導の内容を記録した書類

七 団体監理型技能実習生から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類

八 外部監査の措置を講じている監理団体にあっては第三十条第六項各号に規定する書類、

外部監査の措置を講じていない監理団体にあっては同条第三項に規定する書類

九 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び
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作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及

び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類

２ 法第四十一条の規定により前項の帳簿書類を監理事業を行う事業所に備えて置かなければ

ならない期間は、団体監理型技能実習の終了の日から一年間とする。

○ 監理団体は、次の帳簿書類を作成し、監理事業を行う事業所に備えて置かなけれ

ばなりません。保管期間は、帳簿書類の基となる技能実習が終了した日から１年間で

す（技能実習生が第２号までの３年間の実習を行った場合、第２号終了時から１年間、

第１号開始時からの帳簿を備えて置く必要があります。）。

○ それぞれの帳簿書類に記載すべき最低限の事項は次のとおりです。

① 実習監理を行う実習実施者の管理簿

・ 実習監理を行う実習実施者の名簿（最低限の記載事項は次のとおり）

ア 氏名又は名称

イ 住所

ウ 代表者の氏名

エ 法人番号

オ 役員の氏名、役職及び住所

カ 技能実習を行わせる事業所の名称、所在地、選任されている技能実習責任

者

キ 技能実習責任者の氏名及び役職

ク 技能実習指導員の氏名及び役職

ケ 生活指導員の氏名及び役職

コ 常勤職員数

サ 技能実習を行わせる事業所の常勤職員の総数

シ 技能実習生の受入れ実績（国籍（国又は地域）別）

ス これまでの中途帰国した技能実習生の実績（技能実習の区分別）

セ これまでの行方不明となった技能実習生の実績（技能実習の区分別）

・ 技能実習責任者の履歴書（参考様式第１-４号）

・ 技能実習責任者の就任承諾書及び技能実習に係る誓約書（参考様式第１-５

号）

・ 技能実習指導員の履歴書（参考様式第１－６号）

・ 技能実習指導員の就任承諾書及び技能実習に係る誓約書（参考様式第１－７

号）

・ 生活指導員の履歴書（参考様式第１－８号）

・ 生活指導員の就任承諾書及び技能実習に係る誓約書（参考様式第１－９号）
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・ 監理団体と実習実施者の間の実習監理に係る契約の契約書又はこれに代わる書

類

② 実習監理に係る技能実習生の管理簿

・ 実習監理に係る技能実習生の名簿（最低限の記載事項は次のとおり）

ア 氏名

イ 国籍（国又は地域）

ウ 生年月日

エ 性別

オ 在留資格

カ 在留期間

キ 在留期間の満了日

ク 在留カード番号

ケ 所属する実習実施者

コ 外国人雇用状況届出の届出日

サ 技能実習を実施している認定計画の認定番号

シ 技能実習を実施している認定計画の認定年月日

ス 技能実習を実施している認定計画の技能実習の区分

セ 技能実習を実施している認定計画の技能実習の開始日

ソ 技能実習を実施している認定計画の技能実習の終了日

タ 技能実習を実施している認定計画の変更認定に係る事項（変更の認定年月

日、変更事項）

チ 技能実習を実施している認定計画の変更届出に係る事項（変更届出年月日、

変更事項）

ツ 既に終了した認定計画に基づき在留していた際の前記オからキまでの事項

テ 既に終了した認定計画に係る前記サからチまでの事項

・ 技能実習生の履歴書（参考様式第１-３号）

・ 技能実習のための雇用契約書（参考様式第１-１４号）

・ 雇用条件書（参考様式第１-１５号）

③ 監理費に係る管理簿

・ 監理費管理簿（参考様式第４-５号）（最低限の記載事項は次のとおり）

ア 監理費を支払った団体監理型実習実施者の氏名又は名称

※ 監理費を支払う者について、個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を

記載。なお、監理費を支払った実習実施者が複数の事業所を有するときは、

求人申込み等の主体となっている事業所の名称を記載。

イ 年月日

※ 支出が行われた年月日を記載。
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ウ 監理費の種類

※ 職業紹介費、講習費、監査指導費、その他諸経費の種類ごとに記載。

エ 監理費の額

※ 支出した監理費の額を種類ごとに記載。

オ 監理費の算出の根拠

※ 監理費の算出根拠となった人件費や交通費等がわかるように記載。

カ 監理費の収支の状況

※ 管理簿の記載対象期間における監理費の徴収額及び支出額について、

職業紹介費、講習費、監査指導費及びその他諸経費の種類ごとに記載。

・ 監理費管理簿の記載内容を裏付ける資料

※ 支出事実を裏付ける書類（監査時に支出した交通費、入国後講習時に支出

した講師への謝金の領収書等がこれに含まれる。）

※ 徴収事実、監理費の算出の根拠を示す書類（請求書、領収書の写し等）

④ 技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿（参考様式第４-６号）

・ 求人に関する事項

ア 求人者の氏名又は名称

※ 求人者が個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載。求人者が複

数の事業所を有するときは、求人の申込み及び採用選考の主体となってい

る事業所の名称を記載。

イ 求人者の住所

ウ 求人に係る連絡先

※ 求人者において、求人及び採用選考に関し必要な連絡を行う際の担当者

の氏名及び連絡先電話番号等を記載。

エ 求人受付年月日

※ 求人を受け付けた年月日を記載。なお、同一の求人者から、複数の求人

を同一の日に受け付ける場合で、受付が同時でない場合は、その旨記載。

オ 求人の有効期間

※ 求人の取扱いに当たって、有効期間がある場合は、当該有効期間を記載

するとともに、有効期間が終了した都度、その旨記載。なお、有効期間につ

いては、事前に求人者に説明しておくことが必要。

カ 職業紹介の取扱状況

※ 当該求人者に求職者をあっせんした場合は、職業紹介を行った時期、求

職者の氏名又は名称、採用・不採用の別を記載（当該求人者からの求人が

複数ある場合は、求人が特定できるようにしておくことが必要。）。採用された

場合は採用年月日も記載。なお、求人者・求職者とのトラブル防止の観点か

ら、採用・不採用に至るまでの経緯を記載することも差し支えない。
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・ 求職に関する事項

ア 外国の送出機関の氏名又は名称

※ 求職者を取り次ぐ外国の送出機関が個人の場合は氏名を、法人の場合は

名称を記載。

イ 求職者の氏名

ウ 求職者の生年月日

※ 年齢によっては、労働基準法上、就業制限があるので留意が必要。

エ 求職者の希望職種

※ 求職者の希望する職種を記載。

オ 求職受付年月日

※ 求職を受け付けた年月日を記載。

カ 求職の有効期間

※ 求職の取扱いに当たって、有効期間がある場合は、当該有効期間を記載

するとともに、有効期間が終了した都度、その旨記載。なお、有効期間につ

いては、事前に求職者に説明しておくことが必要。

キ 職業紹介の取扱状況

※ 当該求職者に求人者をあっせんした場合は、職業紹介を行った時期、求

人者の氏名又は名称、採用・不採用の別を記載。採用された場合は採用年

月日も記載。なお、求人者・求職者とのトラブル防止の観点から、採用・不採

用に至るまでの経緯を記載することも差し支えない。

⑤ 技能実習の実施状況の監査に係る書類

・ 監査報告書の写し（省令様式第 22 号）

※ 監査報告書のほかに、監査実施概要（参考様式第４-７号）を用いて監査を

実施した場合には当該書類を併せて保存することが望ましい。その他、技能実

習責任者・技能実習指導員からの報告内容、技能実習生との面談結果等を

記録した文書、監査の際に撮影した設備等の写真等もあれば併せて保存する

ことが望ましい。

⑥ 入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類

・ 入国前講習実施記録（参考様式第４-８号）

・ 入国後講習実施記録（参考様式第４-９号）

⑦ 訪問指導の内容を記録した書類

・ 訪問指導記録書（参考様式第４-１０号）

⑧ 技能実習生から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類

・ 団体監理型技能実習生からの相談対応記録書（参考様式第４-１１号）（最低限

の記載事項は次のとおり）

ア 相談の受付日
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イ 相談をした技能実習生の氏名

ウ 相談を受け付けた者の氏名

エ 相談の内容

オ 相談の内容に関し必要な対応をした日

カ 相談の内容に関し必要な対応をした者の氏名

⑨ 外部監査の結果を記録した書類（外部監査の措置を講じている監理団体）

・ 外部監査報告書（参考様式第４-1２号）

・ 外部監査報告書（同行監査）（参考様式第４-1３号）

⑩ 外部役員による確認書類（外部監査の措置を講じていない監理団体）

・ 外部役員確認書（参考様式第４-1４号）

○ また、事業所管大臣が当該特定の職種及び作業に特有の事情を踏まえた告示を制

定することが可能となっており、帳簿書類についても告示が定められることがあります。

今後この告示が定められた場合には、事業所管省庁、法務省、厚生労働省及び機構

のＨＰ等により周知していきます。

○ これらの帳簿書類は、機構が行う実地検査や主務大臣が行う立入検査の際にも提

示できるよう適切に作成して備えておく必要があります。

【留意事項】

○ 電磁的記録による帳簿書類の作成・保存について

書面に代えて電磁的記録により帳簿書類の作成・保存を行うことも認められています。この

場合には、以下の方法によることが必要となります。

・ 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク等（ＣＤ―ＲＯ

Ｍ等で一定の事項を確実に記録しておくことができる物）をもって調製するファイルにより保

存する方法

・ 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み

取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク等をもって調

製するファイルにより保存する方法

また、書面によらず電磁的記録により帳簿書類の備付けを行う場合は、必要に応じ電磁的

記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用

に係る電子計算機その他の機器に表示し、書面を作成できるようにする必要があります。

第１９節 監査報告及び事業報告（技能実習法第４２条）

256



【関係規定】

（監査報告等）

法第４２条 監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者について、第三十九条第

三項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、当該監査の終了後遅滞なく、監査報

告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

２ 監理団体は、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理事業に関する

事業報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

３ 第一項の規定による監査報告書の受理及び前項の規定による事業報告書の受理に係る事務

については、第十八条の規定を準用する。

（監査報告等）

規則第５５条 法第四十二条第一項の監査報告書は、別記様式第二十二号によるものとする。

２ 法第四十二条第二項の事業報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第二十三号によ

り、監理事業の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の五月三十一日までに提出するもの

とする。

３ 法第四十二条第二項の事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 直近の事業年度に係る監理団体の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書

  二 前条第一項第六号に掲げる書類の写し

  三 外部監査の措置を講じている監理団体にあっては、報告年度における第三十条第六項各

号に規定する書類の写し

○ 監理団体は、実習監理を行う団体監理型実習実施者について監査（規則第５２条

第１号の監査のほか、同条第２号の臨時監査も含みます。）を行ったときは、当該監査

の終了後遅滞なく、監査報告書（省令様式第２２号）を作成の上、監査対象の実習実

施者の住所地（法人の場合にあっては当該法人の本店の所在地）を管轄する機構の

地方事務所・支所の指導課に提出しなければなりません。

○ また、監理団体は、毎年１回、監理事業を行う事業所ごとに事業報告書（省令様式

第２３号）を作成の上、次の書類を添付して、機構の本部事務所の審査課に提出しな

ければなりません。

① 直近の事業年度に係る監理団体の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書

② 訪問指導の内容を記録した書類の写し

③ 外部監査の結果を記録した書類の写し（外部監査の措置を講じている監理団体）

○ この事業報告書は、毎年４月１日から５月３１日までに、直近の技能実習事業年度

（４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる技能実習に関する事業年度）に係る報告書

を提出することとされています。
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○ したがって、例えば、７月１日から監理事業を開始した場合には、７月１日から翌年３

月３１日までの監理事業に関する事業報告書を作成し、翌年５月３１日までに提出す

ることとなります。

第２０節 個人情報の取扱いと秘密保持義務（技能実習法第４３条・第４４条）

【関係規定】

（個人情報の取扱い）

法第４３条 監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習

生等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、監理事業の目的の達成に必要

な範囲内で団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報を収集し、並

びにその収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同

意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

２ 監理団体は、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報を適正に

管理するために必要な措置を講じなければならない。

（秘密保持義務）

法第４４条 監理団体の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業

務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

○ 監理団体は、技能実習生の賃金、職歴、国籍（国又は地域）等や実習実施者の情

報など、個人情報として保護する要請の高い個人情報を取り扱うことになるため、個人

情報を適正に管理し、秘密を守るために必要な措置を講じておかなければならず、こ

のことは監理団体の許可基準にも規定されています（法第２５条第１項第４号及び第４

３条第２項）。

※ 具体的には、指針に基づき、個人情報適正管理規程を作成しなければなりません。

規程に最低限盛り込む事項を示した規程の例を別紙⑥として示していますので、参

考にしてください。

○ これに加え、監理団体は、監理事業に関し、実習実施者等及び技能実習生等の個

人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、監理事業の目的の達成に必要

な範囲内で個人情報を収集し、並びにその収集の目的の範囲内でこれを保管し、及

び使用しなければならないこととされています（法第４３条第１項）。
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○ また、監理団体の役職員（退職者も含む。）は、正当な理由なく、その業務に関して

知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならないこととされており、秘密保持義

務が課せられています。

第２１節 留意事項

○ 法人の合併等に際し、消滅する法人（以下「消滅法人」という。）が監理団体の許可

を有しており、当該消滅法人の事業所において、合併後存続する法人（以下「存続法

人」という。）又は合併により新たに設立される法人（以下「新設法人」という。）が引き

続き監理事業を行う場合等には、以下のとおり取り扱うこととします。

第１ 吸収合併の場合の取扱い

○ 新規に監理団体の許可申請を要する場合は以下のとおりです。

① 合併前に存続法人が監理団体の許可を受けておらず、かつ、消滅法人が監理団

体の許可を受けている場合であって、合併後に存続法人が監理事業を行おうとする

ときは、新規監理団体の許可申請が必要となります。この場合、監理団体の許可の

期間に空白が生じることを避けるため、監理団体の許可申請に当たっては、例えば

合併を議決した総会議事録等により合併が確実に行われることを確認することによ

り、合併と同日付けで許可を受けることが可能となるよう、存続法人において事前に

監理団体の許可申請を行うこととなります。

② その際、合併により、事業開始予定日まで又は事業開始予定日付けで、法人の名

称、住所、代表者、役員、監理責任者が変更するときであって、これらについて、監

理団体の許可申請時に合併を議決した総会議事録等により当該変更が確認できる

ときは、監理団体許可申請書（省令様式第１１号）においては、変更後のものを記載

し、変更後直ちに、その内容に違いがない旨の報告が必要となります。

③ 合併後の法人に係る監理団体の許可申請を合併前の法人に行わせるものである

ため、通常の監理団体の許可手続に必要な関係書類のほか、原則として、以下の

書類を提出することが必要となります。

・ 合併の経緯、合併後の法人及び監理事業を行う事業所の概要

・ 関係法人の総会議事録（合併を議決したもの）

・ 監理事業を行う事業所に係る賃貸借契約書の名義人変更に関する貸主の同意

書

・ 社会・労働保険等合併後に提出すべき書類

・ 存続する法人及び消滅する法人の最近の事業年度における貸借対照表等

④ また、財産的基礎に関する要件は、原則として、存続する法人の貸借対照表等に
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より確認することとなりますが、合併により存続する法人の資産状況が大きく毀損す

るおそれがある場合（消滅する法人の最近の事業年度の決算において、多額の負

債が確認できる場合など）にあっては、申請者から財産的基礎に関する要件を満た

していることを疎明してください。

○ 新規に監理団体の許可申請を要しない場合は以下のとおりです。

合併前に存続法人が監理団体の許可を受けている場合であって、合併後に存続法

人が監理事業を行おうとするときは、新規の監理団体の許可申請を行う必要はありま

せんが、合併により法人の名称等に変更がある場合には、変更の届出を行うことが必

要です。

第２ 新設合併の場合の取扱い

○ 新設合併の場合（合併する法人が全て解散し、それと同時に新設法人が成立する

場合）には、合併後に新設法人が監理事業を行うときは、新規の監理団体の許可申

請が必要となります。

○ この場合、吸収合併の場合の取扱いと同様の手続により事前に監理団体の許可申

請を行うこととして差し支えありませんが、申請時には新設法人の主体はないため、特

例的に合併後の予定に基づいて申請書等を記載するものとし、新設法人の成立後直

ちに、その内容に違いがない旨を報告することが必要です。

○ なお、全ての消滅法人が合併前に監理団体の許可を受けており、かつ、当該消滅法

人の事業所において、合併後に新設法人が引き続き監理事業を行うときであっても、

財産的基礎に関する判断に係る許可基準については、通常どおり取り扱うこととなりま

す。

第３ 吸収分割等の場合の取扱い

○ 既に存在する他の法人に分割する法人の営業を継承させる吸収分割の場合又は新

設する法人に分割する営業を継承させる新設分割の場合には、吸収合併の場合の取

扱いに準じて対応することとなります。

○ なお、分割する法人について事業所数等が変更したときは、変更の届出を行うことが

必要です。
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